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会 議 録  


会 議 の 名 称 第３回行田市総合振興計画審議会  


開 催 日 時 平成 22 年７月 16 日（金）  


   開会：午後２時 00 分・閉会：午後４時 20 分  


開 催 場 所 行田市役所 305 会議室  


出席者（委員） 


氏 名 


田口英樹委員、香川宏行委員、小林友明委員、中村博行委員、新井健


一委員、鈴木秀憲委員、高橋弘行委員、根本和雄委員、小林康男委員、


引地みち子委員、長谷見輝生委員、大澤由子委員、斎藤孝次委員、龍


前三郎委員、横田保良委員、澤田春雄委員、橋本信雄委員 


（名簿順） 


欠席者（委員） 


氏 名 
保泉欢嗣委員、小川勢津雄委員、新井誠委員、原口方宏委員  


事 務 局 髙橋総合政策部長、高橋企画政策課長、森原主幹、西尾主事  


会 議 内 容 
○ 第５次行田市総合振興計画基本構想（原案）について  


「第１章まちづくりの基本理念～第４章まちづくりの進め方」  


会 議 資 料 


（資料名・概要等）  


○ 次第  


○ 第２回行田市総合振興計画審議会会議録  


○ 行田市新市建設計画  


○ 行財政３ヵ年実施計画  
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 発 言 者  会議の経過（議題・発言内容・結論等）  


 


 


 


 


 


 


 


 


田 口 会 長  


 


 


 


 


 


 


委 員  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


※ 会長あいさつ  


※ 会議を「公開」とすることを決定 傍聴人はなし  


※ 資料一式に基づく事務局説明の後  


質疑応答  


（１） 第５次行田市総合振興計画基本構想（原案）について  


「第１章 まちづくりの基本理念」  


（資料に基づき事務局より説明）  


 


・ただいま事務局より第１章について説明があった。原案の基本


理念は市民意識調査、また夢づくり会議における市民の声をも


とに、これからのまちづくりに求められる項目を、３本の柱と


してまとめてあるとのことだ。  


・基本理念とは市政のあらゆる分野に共通する、まさに基本的な


考え方だと思う。皆さんの御意見、御発言をお願いしたいと思


う。  


・基本理念の中に「自立」という言葉はあるだろうか。いわゆる


まちづくり条例などといわれる自治基本法が、これからみんな


のルール、まちのルールになるが、その中で、自治の基盤にな


るのは市民の自立、地域の自立、行政の自立ある。  


・新市建設計画のＰ10 の新市の将来像、基本理念②で「市民と行


政が互いに自立し協力します」とあるように、協働の基になる


のは個人の自立、地域の自立であり、自立してなければ協働は


成功しない。この最後の２行には「市民と行政が互いに自立し、


役割を分担しながら、パートナーシップによるまちづくりを進


めます。」とある。このパートナーシップというのはまさに協働


の前提となるものであり、このように新市建設計画ではきちん


と「自立」という言葉が入っている。  


・今回の総合計画の基本理念の中に「自立」というキーワードが
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田 口 会 長  


 


 


 


 


事 務 局  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


田 口 会 長  


 


 


 


 


委 員  


 


 


なければ、市民・地域・行政のすべてに関わるものなので、他


のどこかにきちんと入っているのかを確認したいと思う。また、


自立に関してどういう考えを持っているか皆さんの御意見をい


ただきたいと思う。  


・委員より、「自立」という言葉は特に自治、協働を行う上で大変


に重要であるという御意見があったが、他の委員から何かご意


見はないか。  


・事務局は「自立」という言葉についてどのように行っていきた


いか説明をお願いしたい。  


・ただいま「自立」についての御指摘をいただいたが、委員のい


われるとおり、これからは行政・市民ともに確固たる自立が求


められている。  


・基本理念について事務局としては、ひと・地域・まちの役割分


担的なものであると考え、ひとには何が求められるか、地域に


は何が求められるか、まちには何が求められるかをそれぞれキ


ーワードとして簡潔に示した。  


・P25 の「まちづくりの進め方」の中の、自助・共助・公助とい


うこの３点の土台となるものが自立であると考えている。「自


立」というのはすべてに共通するワードであると考えているの


で、もし委員の考えに近い言い表し方で持ってくるならば「ま


ちづくりの進め方」のところではないかと考える。  


・この後、今日は第４章まで審議を行う予定だが、委員より御提


議があった「自立」については、事務局としては第４章の「ま


ちづくりの進め方」の自助・共助・公助の考え方による原則に


基づき進めていきたいということであった。  


・他に何か御意見はあるか。  


・こだわるようで申し訳ないが、協働というのは、自立してお互


いの役割を認識して仕事をしていくということなので、自立が


前提であり、自立してないと協働はできないと思う。「地域の元
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田 口 会 長  


 


 


 


 


事 務 局  


 


 


 


田 口 会 長  


 


 


 


 


 


 


 


田 口 会 長  


 


 


 


 


気」「支え合い」というのはとてもいい言葉で方向は間違いない


と思うが、新市建設計画の基本理念の中で「自立」という言葉


がきちんと出ているのに、総合計画の基本理念の中に言葉とし


て「自立」というのが何もない。  


・これからつくる計画のキーワードは自助、共助、公助でその基


本になるものは「自立」なので、基本理念の中に「自立」を入


れることをぜひ検討願いたいと強く思うがいかがか。  


・第１章「まちづくりの基本理念」では、「ひとの元気・地域の元


気・まちの元気」というものを提言しているが、委員よりやは


り「自立」という言葉を入れた方がいいのではという後提言が


あった。それについては、さらに検討を進めていきたいと思う


が、事務局より何か補足説明はあるか。  


・委員の御指摘どおり、新市建設計画との関連もあるが、理念と


してはそれぞれを主体と捉えた３本柱で考えたい。その上で「自


立」はすべてに共通する分野であることを踏まえて、まちづく


りの基本理念に対する総括の部分で検討したいと思う。  


・事務局からの提案でよろしいか。  


・続いて、「第２章 目指すべき将来像」について事務局より説明


をお願いしたいと思う。  


 


（１）第５次行田市総合振興計画基本構想（原案）について  


「第２章 目指すべき将来像」  


（資料に基づき事務局より説明）  


 


・ただいま事務局より説明があったように、これまでの３０年は


「水と緑」をキャッチフレーズを掲げてきた。将来像というの


はすべての世代、すべての市民にわかりやすく、親しみが持て


るもの、そして将来の願いが込められたものでなければならな


いという説明もあった。事務局では数多くの市民意見を基に、
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委 員  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


田 口 会 長  


 


 


 


 


 


 


事 務 局  


 


 


 


 


 


いくつものイメージを広げて、これまでの路線とは異なるもの


を選択し「古代から未来へ 夢をつなぐまち ぎょうだ」を掲


げたとのことだ。これから先の 10 年、行田のキャッチフレーズ


となる大切なものである。参考として県内の他の市町村の将来


像も配布したが、委員の皆さんの御意見、御発言をお願いした


いと思う。  


・「水と緑」というキャッチフレーズがいつも出てくるので、また


今回も出てくると思っていた。「水と緑」というのはどこの市で


も出てきて、新鮮味に欠けていると感じていた。今回このよう


なキャッチフレーズが出て、大変夢があっていいと思う。  


・1 つ確認したいと思うが、「夢をつなぐ」の部分の説明、「4 つの


夢（すべての人・豊かな自然環境・悠久の歴史・息づく文化）」


の中で「すべての人をつなぐ」というものがあったが、この「す


べての人」というのは、過去の人たちの精神的な心という考え


方も入るのか、それとも今生きている方たちの心構えをつなぐ


ということなのかを確認したいと思う。  


・今まで「水と緑」を掲げてきたが、新たな形のキャッチフレー


ズはどうかということで提案があった。  


・もちろんこの「すべての人をつなぐ」というのは、1 つのくさび


の輪をつなげることによって、行田市民 87,000 の皆さんをつな


ぐという意味もあるが同時に、１つひとつの輪を古代から現在、


未来へとつなぐという両方の意味があると思う。事務局より細


部の説明をお願いしたいと思う。  


・「すべての人」というのは、委員の御指摘どおり現在の人、また


行田市を築き上げてきた先人の思いを含め、すべてをつなぐと


いう考えである。文化や、いにしえの時代から語り継がれてき


た土地の空気、そして人の思いというものを「古代から未来へ」


という流れの中で表現した。「夢をつなぐ」というのは、現代の


我々はもちろん過去の先人の方々すべての人の思いや、将来へ
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田 口 会 長  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


の希望を我々が引き継いで、さらに未来へとつないでいきたい


という思いも込めてこのようになった。  


・よろしいか。他に御意見はあるか。  


・満遍なくとてもよくできたキャッチフレーズで、いろいろと感


慨深く思う。  


・たとえば「ぎょうだ」という字にしても、近隣ではぎょうだと


わかるが、実際にどういう読み方なのかと度々聞かれることが


ある。また、委員がいわれたように他市においても圧倒的に水


や緑というキーワードが多い中で、「古代から未来へ」という新


しいキャッチフレーズはよく考えたと思う。それなりのところ


にも配慮して考えられており、大枠でこのキャッチフレーズで


いいと私は思う。  


・他に御意見はあるか。  


・この将来像は素晴らしいと思う。「古代から未来へ」という響き


は、まさに行田ならではだと思う。また、一番気に入ったのは、


「夢」が入っていることである。また、「つなぐ」というのもわ


かりやすい言葉ではあるがなかなかつかえない。6 つのキーワー


ド「古代・未来・夢・つなぐ・まち・ぎょうだ」私は完璧だと


思う。  


・行田市が掲げてきた「水と緑」は、行田市民の皆さんの頭には


深く刻まれていると思う。したがって「水と緑」を大事にしな


がら、新しく「古代から未来へ 夢をつなぐまち ぎょうだ」


ということで再スタートするのがいいかと思うが、そういうこ


とでよろしいか。  


（一同賛成）  


・それでは続いて、Ｐ22 の「第３章 将来フレーム」について事


務局より説明をお願いしたいと思う。  


 


（１）第５次行田市総合振興計画基本構想（原案）について  
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委 員  


 


 


「第３章 将来フレーム １ .将来人口」  


（資料に基づき事務局より説明）  


 


・ただいま事務局より説明があった。人口に関しては非常に難し


い問題だと思う。近年、総合振興計画を策定している自治体に


は、将来予測が非常に困難であることから、人口目標を掲げず


に推計のみにとどめるところも多いようだ。しかし、定住人口


の目標を設定し、それに向けて施策を展開することは、私とし


ては重要であると考える。  


・現在、行田市の人口が約 87,600 人であるが、尐子高齢化の進行、


また全国的な流れから見ても特別なことがない限り、人口は減


尐していくとの方向である。今後における国の政策展開も人口


減尐を前提としている。コーホート法による集計でも、本市は


平成 32 年度には８万人を下回るとの推計がなされている。  


・参考までに、私が持っている資料によると、近年、総合振興計


画を策定した埼玉県内の自治体では、県南の戸田市をはじめ数


市が人口増で推計しているものの、多くの自治体が将来人口推


計を減尐もしくは現状のままと見ているようだ。近隣市でも人


口減で見ているようだ。  


・また交流人口、新たに計画に掲げるまちづくり人口は説明のと


おりである。まちづくり人口という考え方は他市にはない。  


・委員の皆さんには様々な視点から意見をお願いしたい。 90,000


人あるいは 100,000 人と人口増で考えた方がいいのではない


か、もしくは人口減尐社会という現実を踏まえた上で、コーホ


ート法にならい人口減で掲げた方がいいのではなどの御意見が


あればお聞かせいただきたいと思う。  


・交流人口のところで「今後は観光施策の充実をはじめ」とある。


春からは古墳公園、夏は古代蓮の里にかなりの観光客がきてお


り、この時期は交流人口が増えるが、秋から冬にかけて閑散と
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する。その時期にいかにして交流人口を現状維持できるのかも


今後の課題だと思う。  


・行田市には市外の方が観光に訪れるような貴重な資源や財産が


たくさんある。今の御意見であった、古代蓮の里は最盛期には


大変な人出で、駐車場が足りないという不満をいただいている


現状である。また、非常に多くの方が、テレビや新聞などマス


コミを通じて訪れている。本日出席されている委員さんにも長


く蓮まつりの実行委員長をされている方もいらっしゃる。そう


いう点からも、行田市民が多くの方を迎え入れるという体制に


なれば、人口減を防いで交流人口も増えるのではないかと思う。 


・私は観光関係を切り口とした交流から、定住人口の増加に繋げ


ていけるような方法はないかと考えている。また市はもう尐し


感覚の切り替えが必要だと思う。たとえば、明治時代に行田市


が忍町といわれた時代には、今の国鉄関係の陸蒸気がくると反


対して 100 年の苦策をつくったとされている。また今話題にな


ってきている武蔵水路の関係も、地域には何のメリットもなく


ただ通過しているだけということばかりが行田の過去だった。


これからも時間はかかると思うが、観光に対する交流人口を基


にして、定住人口に切り替えていける方法を考えていければと


思う。それについては地域の利便性などいろいろなことも絡ん


でくるので、そういう点を考えていかなければならないと思う。 


・20 代後半から 30 代の方が定住してくれて、その子どもたちも


行田に魅力を感じ、このまちの財産をついでいこうというよう


な感覚を持つような、魅力のあるまちづくりができればと思う。 


・今いわれたように、特に若い方が定住してくれればいいが、現


実としてなかなか厳しいものがある。しかし両委員からも意見


があったように、行田の財産を生かすことで交流人口の増加は


望めるのではないかと思われる。これから施策を考えていただ


き、そのように進めていければと思う。  
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・他に御意見はあるか。  


・１点確認だが、定住人口と交流人口を合わせて、まちづくり人


口ということであるが、テーマはやはり交流人口だと思う。観


光資源を生かすまちづくりということで観光交流が１つのキー


ワードであると思う。  


・先ほどの説明の中で、交流人口は仕事・通学・観光という３つ


があるが、数字としては観光人口は正確性に欠ける点があると


いうことであった。確かに仕事と通学は国勢調査という計量手


段があるが、観光については統一された計量手法がなく難しい


ということがある。しかし行田市は観光のカウントというのが


これからますます重要になってくると思うので、気持ちとして


は正確に交流人口の中に入れてほしいというところがある。事


務局としてどのような議論があったのかをもう尐し詳しく教え


てほしい。  


・もう１点、先ほど蓮まつりの話があったが、他にも火まつり、


Ｂ級グルメ大会など観光人口はますます増えてくると思う。し


かし、交流人口の仕事と通学に関しては、仕事や学校があれば


人は来るだろうが、国勢調査を見ても残念ながらこの２つは大


きな数値の伸びは難しいところがあると思う。そこで、委員の


方に観光に関してどのように考えるかを聞いてみたいと思う。  


・委員より、交流人口の観光に関する計量が難しいということに


ついて、事務局として他にどのような意見があったのかという


質問があった。続いて手が挙がっている委員より意見をお願い


したいと思う。  


・最初に事務局より、この定住人口の設定に関して、委員の方々


はどのように考えるかを投げかけられていたので、その点につ


いての意見を述べたいと思う。  


・先ほどから各委員が発言されているように交流人口、特に観光


の大切さについては私も重々承知している。冒頭事務局より説
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明があったように、現在高齢化が進み出生率は低下しているが、


それは日本全国どこでも共通していることである。しかし今後


行田市の定住人口を定めるために一番問題なのは、流出人口の


歯止めであると考える。その手立てとして、交流人口の中の仕


事の充実、雇用機会の創出が、非常に大事になってくると思う。 


・現状は 87,600 人、コーホート法でいくと平成 32 年には 79,000


人台にまで落ちてしまう。人口減を見込んでいる自治体が多い


中で、行田市としての最大の課題は人口減尐に歯止めをかけ、


人口を維持するということではないか。それがすべての施策の


土台になると考える。したがってすべての計画の礎となる総合


振興計画において、人口増の推計は現実と乖離している。この


ことから、平成 32 年度の目標として 87,000 人という現在の人


口を維持したいという考え方は当然であり、そういうことを踏


まえて基本構想の施策の展開に生かしていければと思う。  


・平成 32 年度の定住人口は本来ならば、90,000 人とか 100,000


人とか夢を持たせて大きく望みたいところであるが、現実的に


日本全体が人口減になっているということで、行田の場合は尐


なくとも現状維持していきたいという希望を強く持って進めた


いという考えであった。  


・委員より交流人口の計量は難しいが、事務局で他にどのような


意見があったのかという質問があったので事務局より説明をお


願いしたい。  


・検討過程については、今現在の日割りの観光入込数である 1,600


人を足すと 105,000 人になること、また先ほどからお話がある


ように、交流人口の増加について、行田は可能性を秘めている


ことから、「 11 万人の活力」という案も検討した。しかし、決定


段 階 で 現 実 に 即 し た 数 字 に 持 っ て い こ う と い う こ と に な り


100,000 人を設定したところである。これから最終的に委員の


意見も踏まえて、基本構想を形にしていきたいと思う。  
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事 務 局  


・他に何か御意見はあるか。  


・まず定住人口については、目標をもう尐し上げていただきたい


と思う。今後の施策に対して何とか努力をするという意味から


も、また振興計画という言葉からも、88,000 人あるいは 89,000


人など現在の人口からの微増でいいので、増やすような数値を


出していかないと展望が開かないと思う。将来に向かって明る


い話を考えながらやっているのに、人口を減らす、または現状


維持という目標であっては今までの話は何だったのかとなる。  


・先に委員から意見があったが、実際に仕事を持って働ける人口


を増やしていかなければ、行田市の発展はないと思う。目標だ


から大きくていいというわけではないが、現実を踏まえた上で


目標を設定し、それに近づくために何をすればいいかという考


え方でないとせっかくの総合振興計画がしぼんでしまうと思


う。  


・人口増で設定という考え方も当然ある。意見をお願いしたい。  


・私も今の意見と同じだ。せっかくキャッチフレーズに「未来」


と「夢」が入ったのだから、まちの経済的な活動、またこれか


らの若者の活力を出すためには、ある程度大きな数字を目標と


して掲げるべきだと思う。現実的なこともいわなければという


ことであれば、幅を持たせた設定（87,000 人～100,000 人）も


考慮した方が、未来を考える計画としてはいいと思う。  


・両委員より夢を持つのであれば、やはり前向きに大きく目標を


掲げた方がいいのではないかという意見があった。ただ、先ほ


ど説明したように統計調査によると、行田市の人口は 79,000 人


に落ち込むと推計で出ている。このような推計下でも現状を維


持する努力をしようではないか、夢を持とうではないかという


ことで現状維持という考え方が上がった。事務局としては、今


の意見を聞いていかがだろうか。  


・それについての考えだが、現状維持の 87,000 人という数字は実
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際の中身としては人口増に近いものと考える。尐子高齢社会は


予想をはるかに上回る速さで進んでいるのが現状である。  


・総合振興計画は各種計画の一番上位の計画であるため、これに


掲げた人口推計が今後におけるそれぞれの計画の礎となる。も


ちろん総合振興計画なので夢はとても大事なことであることは


認識しているが、現実と乖離した数値は各種計画にも影響して


くるものであり、その辺りを十分に考慮して人口設定を組まな


ければならないというのが事務局としての意見である。しかし、


いずれにしても皆さんの御意見を十分に参考にしたいと思う。  


・定住人口についてだが、先ほど委員の意見の中で、行田市は転


出が県内で最も多いと聞いたが、要因あるいは対策があれば伺


いたい。  


・もう１つ、「古代から未来へ 夢をつなぐまち ぎょうだ」はと


ても素晴らしいキャッチフレーズだと思うが、人口を維持でき


ないと活力がなくなってしまう。行田市にはものつくり大学や


テクノ・ホルティ園芸専門学校のように今後発展しうる素晴ら


しい学校があると思うので、さらに就学人口を増やしていける


ような対策を考えていただければと思う。  


・委員より定住人口についての意見があった。特に若い人にとっ


て、根本的に仕事がないなど定住が難しいという特別な要因が


行田市にはあるのか、事務局よりわかる範囲で説明をお願いし


たい。  


・流出人口の増加については、景気が急激に冷え込んできた辺り


から上がっている。考えられるのは市内のいくつかの企業で、


何百人という大規模なリストラがあり、そのようなことが人口


の流出に最も拍車をかけたと思われる。それを食い止める手立


てとしては、まずは経済が上向きになり、企業が雇用を創出で


きるような状況に持っていかなければならない。これまで市と


しても雇用に関する施策を展開してきてはいるが、限界がある
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ことも知っていただきたい。そういう中で可能な限り、企業を


様々な形でバックアップして、雇用の創出につなげていく中で、


人口の流出を尐しでも食い止めていきたいと考える。  


・行田市は近隣自治体と比べてもどこにも負けないくらい各種施


策に力を入れた取り組みを行っている。魅力を感じてもらえる


ようもっとアピールして、行田市に住んでもらえるような手立


てを、これからやっていかなければならないと考えている。  


・先ほど人口について、高めの目標を設定した方が夢があるので


はという意見があったが、この件についてはこちらでも再度よ


く考えてみたいと思う。  


・他にこの件について御意見あるか。  


・人口目標について、日本が人口減尐社会にある中で、現在の人


口を維持していくという考えは、非常に頑張った数字だと思う


ので私は賛成である。  


・現在人口約 87,000 人については、将来、本当にこうなってほし


いなという思いがある。４総振で掲げた 100,000 人については、


確かにその当時としては目標として考えられたことかもしれな


いが、５総振という新たな計画で 90,000 人、もしくは 100,000


人という目標を持ってくることはあまりにも現実と乖離するの


ではという思いがある。現在の人口を維持するという考え方は


妥当なものだと個人的には思う。  


・目標を大きくする意見もあったが、逆の方向で聞きたいと思う。


土地利用の話があったがそれを踏まえて考えると、行田市の規


模として適正人口というのが想定されたことがあるのか。また、


それに関して市民の意識調査は行われたことがあるのかをまず


教えてほしい。  


・そもそも総合振興計画で目標とする将来人口を設定する時に、


考慮しなければならない項目がいくつかあると思う。たとえば


現在の行田市の税収を考えると、一般の市民からの税収はむし
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ろ持ち出しの方が多いというのが一般的な考え方であり、人口


は尐なくて企業が多い方が暮らしやすいまちになるというのが


当たり前の話である。  


・行田市の将来的な経済の発展の方向についての将来ビジョンと、


それと結びついた人口目標値の設定があるべきだと思うが、目


標人口の設定において、その辺りの議論はどうなされたのかを


伺いたいと思う。  


・適正人口について検討ないしは市民意識調査はされたことがあ


るのか。目標の設定において、どのような項目を考慮した上で


の目標となっているのかをお聞きしたいと思う。  


・今、行田市ではどのくらいの規模の人口設定が適正なのかとい


うことを調査した経緯があるのか、目標設定があったのかとい


うことについてわかる範囲で事務局よりお答え願いたいと思


う。  


・１点目の適正人口について、今の行田市で何人の人口が適正な


のかいう推計や市民意識調査は行っていない。  


・２点目の目標設定について、これから先経済が上向くことも、


さらに悪くなることも考えられる。そういう意味で一自治体と


して社会経済と連動させた人口の設定は困難だと考える。  


・尐し付け加えると、現在の都市計画、国の政策、県の政策では


市街化区域を拡大していこうという方向ではなく、人口減尐社


会に向けて、コンパクトシティを目指しているということであ


る。身近なところで生活に事が足せる社会、高齢社会、人口減


尐社会に向かったまちづくりを目指しているといった方向をう


たっていると思う。行田も開発志向ではなくそういう方向性と


いうことで 87,000 人という数値が出てきたということでもあ


る。  


・大変に貴重な御意見を皆さんからいろいろ出していただいた。


御意見に考慮して進めていければと思う。意見を総括すると、
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人口増という考え方もあるが、概ね人口減尐に歯止めを欠ける


というものであった。  


・続いてＰ24 の土地利用について事務局より説明をお願いしたい


と思う。  


 


（１）第５次行田市総合振興計画基本構想（原案）について  


「第３章 将来フレーム ２ .土地利用」  


（資料に基づき事務局より説明）  


 


・ただいま事務局より説明があったが、土地は限られたものであ


り、有効に活用することで市の発展に結びつけるという考え方


が基本のようである。  


・また 10 年間という長い計画期間の中で、たとえば企業の進出な


どどのような活用が図られるか未知な点も多々あるため、具体


的なゾーンニングとして図面には示さず、フレキシブルに対応


できるよう、基本計画では土地利用の方向性のみを掲げるとい


う考えであった。  


・私としてはこの考え方は妥当ではないかと思う。本計画の基本


方針を踏まえて、来年度以降に策定する都市計画に関するプラ


ンの中で、具体的に示すということである。  


・このことを踏まえて御意見はあるか。  


・先ほど事務局より今後はコンパクトシティを目指す取り組みも


考えていきたいという話があった。土地の利用等々については


アウトラインの方向性を示すというのが今日の議題のようだ


が、前段の定住人口を仮に増として考えた時、一番関わってく


るのはこの都市計画である。外からの流入人口を図るためには、


行田が住みやすくなるよう用途の指定などの変更も視野におい


た計画であることが必要だと強く感じる。したがってアウトラ


インを定める上でそこまでを念頭においた計画になっているの
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かを伺いたいと思う。  


・委員より、アウトラインを示す中で、外部からの流入人口に対


して用途の変更などという考えをお持ちかどうかという質問が


あった。  


・他にも異見があるようなのでお願いしたい。  


・今後、この土地利用というのは非常に重要になる。  


・今まで農業も含めて国がいろいろと縛ってきたが、今後地方分


権などが進んで自由度が高まれば、自分たちできちんと決めて


やらなければならないということになる。  


・そして、10 年後ではなく未来の行田を考えると、第４次の農業


的土地利用のところに「農地の多面的機能を評価し」という非


常に重要な言葉があった。多面的に田んぼアートや市民農園な


どを展開すること、それを私は「農地」ではなく「農が持つ多


面的機能」とだと思っている。自立ある行田市として考えてい


きたいという時に、ぜひ「多面的機能」という言葉をどこかで


入れてほしいと思うが、これについて事務局はどう考えるかを


伺いたい。また、農業的土地利用に関して何か議論があったの


か伺いたい。  


・両委員より意見があった。土地計画についての用途の変更とか、


農地の多面的な機能についてどのような審議があったのか、ま


たどのように考えるかについて事務局より説明をお願いした


い。  


・まず、これから先の土地利用の可能性、用途変更も含めどのよ


うに議論がなされたのかということについてだが、原案の①都


市的土地利用の中に「また、幹線道路や都市計画道路などの整


備に伴う新たな利用形態の可能性について検討します。」として


方向性を示させていただいている。これから先、行田は 125 号


行田バイパスの４車線化や、南大通線の開通などにより、さら


に拓ける可能性とポテンシャルを持っているので、用途変更等
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も視野に入れた上での土地利用の方向性として原案には示して


ある。  


・続いて「多面的機能」というのは農地の保水機能などを示すハ


ード的なものだと考えている。その辺りについては今現在策定


中の、農地の基本計画の中で「多面的な整備」としてうたわせ


ていただいている。  


・委員がいわれたような、田んぼアートや観光型農園については、


ほ場の「場」としての整備はもちろんだが、人を呼び込むため


の農地の活用ということで、「都市近郊型の農業の推進」と方針


を示させていただいている。  


・都市的土地利用のところで言い表しているという説明だったが、


新たな土地利用形態の可能性の検討が必要であることは間違い


ないし、理解している。定住人口を増やすためには雇用の問題


も含めて、外から行田市内にいかにきてもらうようにするかで


ある。郊外においては他市町村の住民が行田市に家を建てて移


り住みたいと思えるように、また行田の特性から高層化した建


築物を誘致するというのは極めて困難ではあるが、それでもそ


ういう明確な受け入れ態勢を整えるということがこの土地利用


の基本になってくるのではないかと思う。事務局がいわれたコ


ンパクトシティというのは非常にいいアイデアだと思う。柔軟


的な対応が取れるような施策を現時点から記して、盛り込んで


いっていただきたいと思うので、よろしくお願いしたい。  


・委員より、コンパクトシティの取り組みということで、柔軟に


対応できるようにしていただきたいということであるが、事務


局、何かあるか。  


・いずれにしても、今後において大幅な人口増は望めない状況だ


と思うので、新たに農地をつぶして、開発を進めて、そこに行


政が基盤整備を進めるというような大規模なことは考えにく


い。今生活している部分を、より快適に、機能を高めて、生活







 18 


 


 


 


 


田 口 会 長  


 


 


 


 


 


 


 


 


田 口 会 長  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


委 員  


 


 


 


 


 


しやすい環境を整えるまちづくりというのが、これから基本に


なろうと思う。先ほども話が出たように、幹線道路が整備され


つつあるので、そういうことも十分視野に入れた検討を進めて


いきたいということである。  


・いずれにしても、その時に合った柔軟な対応ができる体制とい


うのがいいと思う。  


・続いて「第４章 まちづくりの進め方」について事務局より説


明をお願いしたいと思う。  


 


（１）第５次行田市総合振興計画基本構想（原案）について  


「第４章 まちづくりの進め方」  


（資料に基づき事務局より説明）  


 


・本来のまちづくりは行政への依存型ではなく、市民の積極的な


参加が求められていると思う。現在の行田市では様々な分野に


わたり、ＮＰＯなどをはじめ、多くの市民参加の芽が非常に成


長しているように私は感じる。  


・市民参加を促す具体的な取り組みの策は、個々の事業の性格に


より異なることから、本計画では市民とともにまちづくりを進


めていく上での、基本的な考え方を簡潔に示しているようだ。


また方向性を市民の皆さんに理解していただくには、役割分担


として簡潔にまとめた方がいいと考えるが委員の皆さんの御意


見をお願いしたいと思う。  


・市民、行政互いの役割分担として、今回明確に示すことは非常


に価値があるものと思う。  


・「めざす姿は」というところの補足説明として「自主、自立の考


えのもと」といわれたが、これがこれから地方主権、住民主導


といった場合に大前提になることであると私は認識している。


「すべての要素が、自主、自立の考えのもとお互いの信頼関係
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を築き」といったようにしてはどうか。地方自治体が自らの自


由度を拡大されている措置の中で、いろいろなことを考える時


に「自主、自立の考えのもと」というのがあって、信頼関係を


築いていくということなので、言葉は検討していただくとして、


ここにぜひこのような言葉を入れてほしいと思う。  


・市民一人ひとりがサービスの受け手であると同時にまちづくり


の担い手であるということを認識していただいて、まちづくり


を進めたいということである。  


・また委員より、分担・連携・協働で将来像の実現に向かう中で、


やはり自主、自立の考え方を取り入れていただきたいという御


意見であった。事務局より何かお答えがあればお願いしたい。  


・委員の自主、自立をテーマとした第１章から続く御意見だった


が、信頼関係は自主、自立の考えで成り立っているというのは、


ごもっともだと考えるので貴重なご意見として受け止めたいと


思う。  


・他に何かあるか。  


・平成元年頃“ＣＩ”という言葉が流行っていた。その基本的な


考え方を、商店街としても見習って３年間勉強した。基本的な


理念は「私たちのまちは私たちがつくります」というものだっ


た。やはり今のお話のように「みんなでつくるまちづくり」と


いうことで、基本的な問題は原点に戻った感じがしている。ぜ


ひ「自分たちのまちは自分たちでつくるんだ」という考えでま


た進んでいただけたら幸いである。  


・委員より、「私たちのまちは私たちでつくろうではないか」これ


が原点だという貴重な御意見をいただいた。事務局でもこのよ


うな御意見をぜひ取りまとめ次へ進めていただきたいと思う。


よろしくお願いしたい。  


・皆さんから貴重な御意見、御提言をいただき、これで本日第３


回の会議で審議いただく議題はすべて終了した。  
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田 口 会 長  


 


 


事 務 局  


 


 


議事の終了  


・次回の会議では「第５章 施策の大綱」について御審議いただ


くので、御目を通していただきたいと思う。それでは会議の進


行を事務局にお返ししたいと思う。  


・次回審議会を８月６日（金）に開催予定とし、後日通知を差し


上げたい。  


 


＜終了＞  
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Ⅰ はじめに 


 


わが国が近代化を進めていくためには、中央集権は効率的なシステムでした。しかし、高度経


済成長を経て、住民ニーズの多様化・高度化、少子・高齢化への対応など、新しい課題が浮上し


ています。これらの課題は、効率性を重視した全国画一的な基準では対応が困難で、新しい個性


豊かな地域づくりに向けて、地方分権が進められています。 
このため、地方自治体には、簡素で効率的な行政運営体制を整備しながら、行政運営の高度化


を図り、住民と協力、連携したまちづくりを自主的、自律的に進めることが求められています。


このような流れのなかで、市町村合併が全国的に展開されています。 
 


１ 合併の必要性と効果 


（１）合併の必要性 


 


①地方分権への対応 


地方分権が実行段階を迎え、国や県から市町村への権限委譲が、今まさに進められていま


す。市町村は、地域の住民にとって最も身近な地方自治体として、自己責任の原則により主


体的にまちづくりの方策を立案し、住民が豊かさを実感できる地域づくりをより効率的に実


行することがますます求められています。 


 


②財政基盤の強化 


近年、全国的に地方自治体の財政悪化が懸念されています。国では地方交付税や補助金の


見直しが行われ、市町村税も伸び悩んでいることから、私たちの地域でも厳しい財政運営が


予想されています。このような状況のなか、様々な地域の問題を解決し、個性ある魅力的な


地域づくりを積極的に進めていくためには、財政基盤の強化が必要となっています。 


 


③生活圏の広域化への対応 


私たちの地域は、自然的・歴史的に、古くから深いつながりを持ってきました。さらに近


年は、交通・通信手段の発展などにより、人々の日常生活圏が拡大したため、ますます深い


つながりを持つようになっています。これにともない、人々の生活圏にあわせた広域的なま


ちづくりと一体的な行政サービスが求められています。 


 


④少子・高齢化への対応 


人口の減少と少子・高齢化の進行は、全国的に深刻な問題となっています。私たちの地域


も例外ではなく、医療・福祉サービスなどの需要増大が予想されます。このため地域が一つ


にまとまることにより、長期的・広域的視点から、財政基盤の強化や施設の機能充実を図る


ことが必要となっています。 
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（２）合併の効果 


 
①行政・財政運営の充実 


専任組織の設置や職員の適正配置などにより、地方分権時代に対応した自律的な政策展開


が可能な行政組織を構築することができます。 
また、財政基盤の充実と安定により、多様なまちづくりの施策が実施できる体制づくりが


可能となります。 
 
②行政・財政運営の効率化 


管理部門などの統合や職員・各種委員の削減、事業の統合などにより、行財政運営の効率


化を図ることができます。 
また、公共的施設についても、既存施設の有効利用や施設の適正配置を進めることができ、


重複投資が回避されるなど、効率的な整備が可能となります。 
 
③サービスの利便性向上 


行財政運営の充実により、専門職員の配置や財源の確保が進み、質の高い安定したサービ


スを提供することができます。 
また、行政窓口の増加や施設の利用可能地域の見直しにより、通勤・通学など日常生活の


実態に即した公共的施設の利用が可能となります。 
 
④広域的なまちづくりの施策展開 


土地利用や公共的施設の整備など、まちづくりをより広域的・効果的に進めることができ


ます。 
また、保健・医療・環境・観光など、広域的な取り組みを必要とする問題に対して、一体


的な施策の展開により効率的に事業を進めることが可能となります。 
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２ 新市建設計画の策定方針 


「市町村の合併の特例に関する法律（合併特例法）」に基づき、行田市・南河原村合併協議会に


おいて策定する新市建設計画については、次の方針により策定するものとします。 
 
（１）計画の趣旨 


本計画は、行田市・南河原村の合併後の新市の建設を総合的かつ効果的に推進することを目


的とし、本計画を実現することにより、１市１村の一体性の速やかな確立および住民福祉の向


上を図るとともに、新市全体の均衡ある発展を図ろうとするものです。 
 


（２）計画の構成 


本計画は、新市を建設していくための基本方針、基本方針を実現するための主要事業、公共


的施設の統合整備および財政計画を中心として構成します。 
 
（３）計画の期間 


本計画の期間は、合併年度およびこれに続く 10 カ年度とします。 


 
（４）その他 


①第３次南河原村総合振興計画を参考に、第４次行田市総合振興計画を踏まえた計画としま


す。 
②公共的施設の統合整備については、住民の生活に急激な変化を及ぼさないよう十分に配慮


し、地域のバランスや財政状況などを総合的に勘案しながら計画的に整備を進めるものと


します。 
③財政計画については、地方交付税、国や県の補助金、地方債などの依存財源を過大に見積


もることなく、新市において健全な財政運営が行われるよう十分留意して策定するものと


します。 
④新市の建設にあたっては、新市の均衡ある発展と各地域の課題を把握した上で、地域の特


性、個性を最大限に活かせるような事業を、ハード・ソフトの両面にわたり、総合的かつ


効果的に展開することを図るものとします。 
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Ⅱ 新市の概況 


 


１ 位置と地勢 


新市は、秩父連峰を望む関東平野のなかほど、埼


玉県の北部に位置しています。東京からは約 60km


の距離にありますが、ＪＲ線、国道 17 号・東北自動


車道・関越自動車道などにより、都心まで約１時間


で結ばれています。 


利根川にのぞむ平坦な地形であり、幾筋もの河川


や水路が流れています。また、肥沃な土壌に恵まれ


ているため、埼玉古墳群に代表されるように、古く


から文化が栄えてきました。県名発祥の地であるこ


とは、私たちの誇りともなっています。 


 


◆新市の位置 


２ 沿革 


新市は、利根川と荒川に挟まれた肥沃な沖積地にあります。水と緑に恵まれたこの地では、古


くから人々が暮らしを営み、時代を通じて様々な文化が栄えてきました。国の史跡に指定されて


いる埼玉古墳群の稲荷山古墳などから、古代の人々の生活がうかがわれます。 


中世は武士の領地となり、成田氏や河原氏などが支配しましたが、15 世紀後半に築かれたとさ


れる忍城は堅城として知られ、合戦の舞台ともなりました。再現された忍城御三階櫓やそこかし


こに残る神社仏閣などは、落ち着いた城下町の風情を今に伝えています。 


この地は、長い間人々の暮らしと文化の中心となってきただけでなく、豊かな土壌を活かした


米と麦を中心とする農業、足袋やスリッパづくりなどの特色ある工業を育くんできました。さら


に近年では交通利便性を活かした都市的整備なども進み、歴史と伝統に支えられた産業文化都市


としての性格を基調としながら、現代の都市住民の多様な価値観にも対応できる機能を備えた“質


の高い生活”を実現するまちへと着実に歩み続けています。 
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３ 人口と世帯 


（１）人口と世帯の推移 


平成 12 年国勢調査によれば、新市の人口は 90,530 人であり、これは埼玉県の 1.3％にあた


ります。また、世帯数は 28,949 世帯であり、世帯あたりの人口は 3.1 人となっています。 


最近 20 年間の人口・世帯の推移をみると、人口の増加が 17.6 ポイントであるのに対し、世


帯数は 41.5 ポイントと著しく増えています。この結果、世帯あたりの人口は昭和 55 年の 3.8


人に対し、平成 12 年は 3.1 人と減少しています。 


 


◆人口と世帯の推移 


 


資料：国勢調査
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（２）年齢３区分別人口の推移 


平成 12 年国勢調査による年齢３区分別人口は、年少人口（15 歳未満）が 14.9％、生産年齢


人口（15 歳～64 歳）が 69.2％、老年人口（65 歳以上）が 15.9％となっています。その推移を


見ると、確実に少子・高齢化が進行していることがわかります。 


 


 5 資料：国勢調査
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４ 産業 


（１）産業別就業人口 


平成 12 年国勢調査による産業別就業人口は 45,954 人であり、平成７年とほぼ同じ水準を維


持しています。 


産業別就業人口割合をみると、第２次産業が 41.0％から 38.1％へと約３ポイント低下してい


るものの、第３次産業は 54.3％から 57.2％へと増加しており、第３次産業の比重がやや高まっ


ています。 
 
◆産業別就業人口割合の推移 


 


資料：国勢調査
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（２）農業 


新市は、早くから開けた農業地域という性格を持っており、現在でも米・麦・野菜・花卉
き


栽


培などが行われています。 


しかし、農家数は減少傾向を示しており、平成 12 年農業センサスによる農家数（販売農家）


は 2,097 戸であり、平成７年と比較して１割近く減少しています。 


同様に、経営耕地面積と農業粗生産額も減少しており、それぞれ 5.6％、17.8％のマイナス


となっています。農業粗生産額の減少率の高さから、都市近郊における農業経営の厳しさが伺


えます。 


 
◆農業の概況 


 
平成7年 12年 増減（％）


農家数（戸） 2,289 2,097 -8.4


経営耕地面積（ha） 3,099 2,927 -5.6


農業粗生産額（千万円） 673 553 -17.8


資料：農業センサス・生産農業所得統計
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（３）工業 


明治から昭和にかけ、新市では足袋づくり・スリッパづくりといった特色ある産業が育まれ


てきました。 


平成 14 年工業統計調査による工業の状況を見ると、事業所数は 274 か所、従業者数は 9,324


人、製造品出荷額等は 2,311 億円となっています。各指標の推移を見ると、事業所数・従業者


数・製造品出荷額等ともに減少傾向にあり、近年の本市工業を取り巻く環境は厳しい状況にあ


るといえます。 


 
◆工業の概況 


 
平成９年 14年 増減（％）


事業所数（所） 352 274 -22.2


従業者数（人） 10,630 9,324 -12.3


製造品出荷額等（億円） 2,912 2,311 -20.6


資料：工業統計調査


 
 
 
 
 
 
（４）商業 


新市の商業の特色として、小規模な小売業が多いことがあげられます。近年では卸売業の進


出が進みましたが、一方で小売業の不振が目立っています。 


平成 14 年商業統計調査を見ると、卸売業は商店数・従業者数・年間商品販売額ともに増加し


ているものの、小売業は商店数・年間商品販売額が１～２割程度も減少しており、新市全体と


して、従業者数以外の指標の減少につながっています。 


 
◆商業の概況 


 
平成９年 14年 増減（％）


商店数（店） 216 225 4.2


従業者数（人） 1,454 1,754 20.6


年間商品販売額（億円） 920 992 7.8


商店数（店） 884 802 -9.3


従業者数（人） 4,269 4,424 3.6


年間商品販売額（億円） 757 607 -19.8


商店数（店） 1,100 1,027 -6.6


従業者数（人） 5,723 6,178 8.0


年間商品販売額（億円） 1,677 1,599 -4.7


資料：商業統計調査


卸売業


小売業


合計


 
 
 
 
 


 7







Ⅲ 主要指標の見通し 


 


１ 人口と世帯 


平成 27 年の新市の人口は約 89,000 人と推計され、平成 12 年と比較して１％程度減少するもの


と推定されます。一方、世帯数は、単身世帯の増加などが今後も続くものと思われ、平成 27 年に


は約 34,000 世帯と推計されます。この結果、世帯あたりの人口は 2.6 人となり、平成 12 年の 3.1


人を 0.5 人下回ることが予想されます。 


 


◆人口と世帯の見通し 
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◆参考：推計の方法 


 


○人口…コーホート要因法 


○世帯…トレンド推計法 
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２ 年齢３区分別人口 


平成 27 年の年齢３区分別人口をみると、年少人口（15 歳未満）は約 11,000 人（12.9％）、生


産年齢人口（15 歳～64 歳）は約 53,000 人（60.0％）、老年人口（65 歳以上）は約 24,000 人（27.1％）


と推計されます。 


平成 12 年と比較して、年少人口は２ポイント、生産年齢人口は９ポイント程度減少し、老年人


口が 11 ポイントほど増加するものと推定されます。 


 


◆年齢３区分別人口の見通し 


 


 


 


 平成2


資料：国勢調査
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Ⅳ 新市建設の基本方針 


 


１ 新市の将来像 


（１）基本理念 


少子・高齢化による人口減少型社会への移行、情報通信技術の飛躍的な発展による高度情報


化社会の到来、地球環境問題の深化による資源循環型社会の追求など、社会の姿が大きく変化


するとともに、地方分権に対応できる自律的なまちづくりが必要とされています。 
これらを踏まえ、新市は、次の 3 つをまちづくりの基本理念として、速やかな地域の一体化
と均衡のとれた発展を目指します。 
 


①水と緑を守り、歴史と文化を継承します 


私たちの地域は、水と緑に象徴される豊かな自然に恵まれ、そのなかで、古くから人々の


暮らしが営まれ、文化が生み出されてきました。 
新市のまちづくりにおいては、私たちが住み、活動する地域をさまざまな方向から見つめ


直し、新しい魅力と可能性を引き出しながら、かけがいのない地域資源を次世代に伝えてい


くまちづくりを進めます。 
 


②市民と行政が互いに自立し協力します 


地方分権が進展し、地域が自らの責任において選択し、決定するまちづくりの重要性が高


まるとともに、まちづくりにおいて、地域の「らしさ」の果たす役割が大きくなっています。 
新市のまちづくりにおいては、地域の人々の心と知恵を大切にして、地域の個性の創造と


発見を追求していきます。また、市民と行政が互いに自立し、役割を分担しながら、パート


ナーシップによるまちづくりを進めます。 
 


③ふれあいとぬくもりのあるまちをつくります 


社会が成熟したこれからの時代には、豊かな自然に包まれた、心と心が通じ合う社会を築


いていくことが大切です。 
新市のまちづくりにおいては、住む人にとっても訪れる人にとっても、こころよく過ごせ


る快適なまちとなるよう、市民と行政が協働しながら、心がふれあうぬくもりのあるまちづ


くりを進めます。 
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（２）将来像 


 
 


水と緑 個性あふれる文化都市 
 
 
 
 
私たちの地域の暮らしを育んできた“水と緑”に象徴される豊かな自然を大切にして、次の


世代に引き継いでいくとともに、伝統を生み、文化を育ててきた歴史を守り伝えながら、活力


に満ちたまち、私たちのふるさとを築いていくことを目標とします。 
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２ まちづくりの基本方針 


（１）水と緑豊かな快適で住みよいまちづくり 


市民が、便利で住みよく、安全で快適な生活を営めるよう、豊かな自然との調和を図りなが


ら、生活基盤や生活環境の整備を進めます。 
このため、公共交通機関の充実、道路網や市街地の整備、河川・水路の改修、上水道・下水


道の整備などに努めるとともに、地域特性を活かした魅力あるまちなみの形成に取り組みます。 
また、資源循環型社会の形成に向けて、市民の自主的な活動の活性化を図りながら、ごみの


減量化やリサイクルの推進、廃棄物の適正な処理を進めます。 
さらに、防災体制や消防・救急体制の充実、交通安全対策・防犯対策の推進など、市民生活


の安全性の向上に取り組みます。 
 


（２）健康で幸せに暮らせるまちづくり 


いつまでも安心して暮らせるまちづくりに向けて、保健・医療・福祉の充実に努めます。 
このため、市民一人ひとりの自覚を基本として、健康の維持・増進に取り組むとともに、地


域保健医療体制の確立を図ります。 
また、地域住民が中心となって、互いに助け合い、支えあう地域福祉の充実を図るとともに、


安心して子どもを生み、育てることのできる子育て支援の充実、高齢者の生きがいづくりや介


護保険サービスをはじめとする高齢者福祉の充実、自立した生活と地域社会への参画の実現を


目指す障害者福祉の充実など、きめ細かな福祉の充実に努めます。 
 


（３）人が輝き文化を育てるまちづくり 


地域の長い歴史と文化を活かし、次代を担う人づくりに努めるとともに、新しい文化を生み、


育てるまちづくりを進めます。 
このため、教育環境の充実を図るとともに、開かれた学校づくりを進め、学校、地域、家庭


が連携して、健全な社会性を持ち、豊かな心とたくましく生きる力を備えた子どもを育ててい


くよう、地域に根づいた教育を進めます。 
また、市民一人ひとりの関心に応じて、生涯を通じて学び、自主的に活動していけるよう、


生涯学習の機会の充実、各世代の特性に応じたスポーツやレクリエーションの振興に努めると


ともに、地域固有の伝統ある文化と歴史的な文化財の保存・活用を進めます。 
 


（４）にぎわいと活力ある豊かなまちづくり 


地域社会が活力を高め、まちににぎわいを生み出すよう、雇用の場を拡大しながら、産業の


振興を進めます。 
このため、食の安全の重視など、新しい消費者ニーズにも対応できる、環境とも調和した生


産性の高い農業の振興を図ります。また、商業集積の促進やまちづくりとの連携など、商業の


振興を促進するとともに、ものつくり大学との交流などを進めながら、新しい地域産業の振興


を図ります。合わせて、地域資源を活用した観光ネットワークづくりに取り組みます。 
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さらに、職業能力開発の支援など、市民の就労機会の拡充を図るとともに、安全な消費生活


を営めるよう、消費者保護に努めます。 
 


（５）市民と協働のまちづくり 


誰もが、お互いの人権を尊重し、互いに認め合いながら、生き生きと暮らし、活動できる地


域社会の形成を進めるとともに、市民と行政の協働によるまちづくりに取り組みます。 
このため、市民一人ひとりの人権への正しい理解を深めるとともに、男女共同参画社会の実


現に向けた取り組みや国際交流の活性化などを推進します。 
また、広報・広聴活動の充実に努めるとともに、まちづくりへの市民参画の仕組みづくりや


協働の機会の充実を図ります。合わせて、地域住民による自主的な活動を支援して、良好なコ


ミュニティづくりに取り組みます。 
さらに、効率的で効果的な行財政運営を推進するため、常に行財政改革に取り組むとともに、


地方分権を担う職員の育成を図ります。 
 


 


 13







３ 土地利用の基本方針 


（１）基本的土地利用 


 


①都市的土地利用 


新市の特色である歴史や文化との調和に考慮しながら、生活基盤や都市基盤を整備して、


魅力ある快適な都市環境を創造します。また、公園などのオープンスペースの整備を進め、


安全で安らぎを感じられる空間づくりに努めます。 
 
②農業的土地利用 


緑豊かな田園風景は、新市の大切な要素の一つになっています。付加価値の高い農産物づ


くりを進めるため、優良農地の保全に努めながら、農地の集約化を進めるとともに、都市近


郊型の農業を積極的に推進します。また、農村集落内の道路や排水処理施設などの整備に努


め、暮らしやすい環境づくりを進めます。 
 
 
（２）用途別土地利用 


 


①住居ゾーン 


暮らしやすく快適な居住空間を創出するため、コミュニティや防災上の問題に配慮しなが


ら、生活基盤の整備を行います。また、新市の個性である歴史的風景を生かした落ち着きの


ある居住環境の形成を推進します。 
 
②商業ゾーン 


既成市街地やＪＲ行田駅周辺をまちの顔と位置付け、歴史・文化など地域の特性を生かし


ながら商業機能の集積を促進し、それぞれ個性あるにぎわいを創出します。 
 
③工業ゾーン 


首都圏周縁部としての交通利便性の高さなど、立地の優位性を生かしながら企業集積を図


ります。このため、周辺の自然環境、市民の生活環境との調和を図りながら、計画的に整備


を進め、まちの産業活力を生み出します。 
 
④農業ゾーン 


水と緑豊かな田園は、新市のシンボルとして大きな魅力になっており、環境や景観にも配


慮しつつ、優良農地の保全を図ります。また、農村集落では、計画的な生活基盤の整備を積


極的に進め、豊かな田園と共生する生活環境づくりに努めます。 
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⑤公園・観光・レクリエーションゾーン 


うるおいとやすらぎのある市民生活と個性あるまちづくりを進めるため、公園・緑地など


の整備を進めます。また、これらの公園・緑地などのネットワーク化を図り、住む人も訪れ


る人も身近にやすらぎを感じられるような空間の創出に努めます。 
 


⑥文教・住居ゾーン 


ものつくり大学を中心にその高度な教育機能を活用して、文化が薫る落ち着いた暮らしや


すい居住環境の整備を図ります。 
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Ⅴ 施策の概要 


 


新市の一体化を速やかに進め、歴史と伝統ある地域の一層の発展と真に暮らしやすいぬくもり


のある地域づくりを目指して、「新市建設の基本方針」に基づき、以下の施策を総合的、計画的に


進めます。 
 


◆施策の体系 


１ 水と緑豊かな快適で住みよいまちづくり （１）   魅力あるまちなみの整備


（２）   交通ネットワークづくり


（３）   緑と水辺の調和


（４）   上水道・下水道の整備


（５）   暮らしの環境整備


（６）   安全・安心なまちづくりの推進


２ 健康で幸せに暮らせるまちづくり （１）   保健・医療体制の充実


（２）   地域福祉の充実


（３）   児童福祉の充実


（４）   高齢者福祉の充実


（５）   障害者福祉の充実


（６）   社会保障などの充実


３ 人が輝き文化を育てるまちづくり （１）   就学前教育の充実


（２）   個性ある義務教育の推進


（３）   高等学校及び大学等高等教育機関との連携


（４）   生涯学習の推進


（５）   文化の振興と文化財の保存・活用


（６）   スポーツの振興


４ にぎわいと活力ある豊かなまちづくり （１）   農業の振興


（２）   商業の活性化


（３）   地域産業の振興


（４）   観光ネットワークづくり


（５）   勤労者の支援


（６）   消費者の保護


５ 市民と協働のまちづくり （１）   男女共同参画社会の実現


（２）   参画と協働のまちづくり


（３）   コミュニティの活性化


（４）   人権の理解と交流の推進


（５）   地方分権時代にふさわしい行財政運営の推進
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１ 水と緑豊かな快適で住みよいまちづくり 


 


（1）魅力あるまちなみの整備 


 


文化の風情や田園の風景は、新市の大きな財産です。この財産を有効に活用することが、


行田らしさを育み、個性と魅力あるまちづくりにつながります。 


既成市街地については、古い面影を残したまちなみなど、文化や伝統、立地条件などを活


かしながら基盤整備を進め、秩序と活力ある個性的なまちづくりを進めます。また、地域の


特性に応じた住宅整備や既存集落の居住環境整備を進め、快適で暮らしやすい居住環境の実


現に努めます。 


まちづくりの推進にあたっては、参画の意識を高めながら、市民と行政との協働により、


魅力と愛着あるまちづくりに努めます。また、地域の財産をまちづくりに活かすため、古い


面影を残したまちづくりや豊かな自然景観、田園風景などの保全に努め、新市らしい景観の


形成に努めます。 


 


◆主要事業 ○土地区画整理事業の推進 ○忍城址周辺の整備  


○文化ゾーン地区の整備 


 


 


（２）交通ネットワークづくり 


 


便利で住みよいまちづくりのためには、利便性の高い交通ネットワークの形成が欠かせま


せん。 


このため、国県道については、国道 125 号や一般県道行田市停車場酒巻線バイパスなど、


新市の骨格的道路の整備を関係機関に働きかけていきます。このほか、市内の各地区を結ぶ


幹線道路や橋梁などの計画的な整備を進め、円滑な道路網の形成に努めます。また、市民の


生活に密着した生活道路については、便利で安全な道路づくりのため、集落内の狭い道路の


整備を引き続き積極的に推進し、歩行者が安心して通行できるよう、ゆとりある歩道や自転


車道の整備を進めます。 


鉄道やバスなどの公共交通機関は、市民にとって重要な交通手段であるため、循環バスの


拡充を図りながら、ＪＲ高崎線や民間路線バスの利便性向上についても、関係機関に要望し


ます。 


 


◆主要事業 ○国県道の整備促進 ○幹線道路の整備 ○都市計画道路の整備 


○生活道路の整備 ○橋梁の整備 ○歩道・自転車道の整備 


○市内循環バスの拡充 ○公共交通機関の利便性の向上 
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（３）緑と水辺の調和 


 


忍川・星川などの水辺や豊かな緑は、心に安らぎと潤いを与えてくれる新市の大切な自然


資源です。この貴重な自然環境と調和した快適な環境づくりのため、市民の意識の啓発を進


めながら、自然を守り育てる制度の充実などを検討し、市民の自主的な緑化活動などを支援


します。 


また、市民の安らぎの場づくりのため、水城公園などの施設整備に努め、県との連携のも


とにさきたま古墳公園の早期完成を目指し整備を促進するとともに、その他の公園や広場な


どについては、地域の特性を活かした親しみやすい公園として計画的な整備を進めます。 


新市の河川や水路は、かつては産業や交通など、地域社会と密接な関係にありましたが、


都市化の進展などにより、親しみが薄れつつあります。このため、市民が身近な自然とふれ


あうことができるよう、水辺の自然回復と有効利用を推進します。また、忍川や武蔵水路な


どの改修を促進し、星川やさきたま調節池などの治水機能の確保と多自然型整備を促進しま


す。 


 


◆主要事業 ○緑化の推進 ○さきたま古墳公園の整備 ○公園・広場の整備 


○武蔵水路の改修 ○河川の改修 ○用悪水路の整備 


○水辺環境の保全 ○治水機能の確保 


 


 


（４）上水道・下水道の整備 


 


上水道・下水道は、清潔な暮らしと美しい環境づくりのための、基礎的な生活環境基盤で


す。 


上水道については、水道水を安定的に供給していくため、自己水源の適切な維持管理に努


めるとともに、老朽管の更新や水道施設・設備の充実と水質管理の徹底を図ります。また、


限りある水を効率的に給水していくために、広報活動により事業に対する理解を深め、節水


意識の高揚を図りながら、経営の効率化に努めます。 


下水道については、清潔で暮らしやすい環境づくりのため、市街化区域における公共下水


道整備の早期完了を目指すとともに、下水道処理区域の拡大を図ります。また、下水道事業


認可区域を除く区域については、地域の特性を考慮しながら農業集落排水施設の整備を推進


し、合併処理浄化槽の設置促進を図ります。 


さらに、治水事業との整合を図りながら、分流処理区域における雨水排水対策の推進、排


水機場や排水路の整備など、安全で快適な市民生活の実現を図ります。 


 


◆主要事業 ○浄・配水施設の整備 ○老朽管の更新 ○配水管網の整備 


○節水等普及・啓発の推進 ○公共下水道施設の整備 
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（５）暮らしの環境整備 
 
都市化の進展や生活様式の変化などにより、年々多量のごみが排出されるようになってい


ます。ごみのない快適で住みよい新市をつくることは、市民の暮らしに密着した重要な課題


です。 


ごみについては、環境に優しいまちづくりを進めるため、ごみの減量化とリサイクル、マ


ナーの向上などを促進します。また、ごみを効率的に収集処理するため、収集体制の充実に


努め、ごみ処理の広域化などを推進します。 


し尿処理については、清潔な生活環境を実現するため、引き続き公共下水道を計画的に整


備します。また、下水道事業認可区域を除く区域では、地域の実状に応じて農業集落排水施


設の整備を進め、合併処理浄化槽設置の促進や収集体制の充実を図ります。 


公害防止については、公害の心配のない地域づくりのため、県・事業所・家庭などと連携


しながら、大気汚染、水質汚濁、騒音・振動などの公害対策を進めます。また、環境の保全


のため、市民意識の高揚を図ります。 


 
◆主要事業 ○資源リサイクルの推進 ○ごみ・し尿収集体制の充実 ○ごみ処理施設の整備 


○農業集落排水施設の整備 ○合併処理浄化槽の設置促進 


○公害防止対策の推進 ○低公害自動車の導入 


 


（６）安全・安心なまちづくりの推進 
 
犯罪の激増など、人々の生活を脅かす事態が全国的に発生し、暮らしの安全確保の重要性


が見直されつつあります。このため、防災、消防・救急、交通安全、防犯など、安全・安心


なまちづくりに取り組みます。 


防災については、市民に対する啓発活動を進め、地域や事業所における自主防災組織の整


備を促進しつつ、防災行政無線など災害情報体制の充実や避難所・避難場所の周知徹底など


を図ります。 


消防・救急については、施設・設備や装備の充実、消防団の育成、消防水利の整備、救急


体制の充実などに努め、さらに地域や事業所に対し、災害予防の啓発活動や初期消火等訓練


指導、応急手当の普及・啓発を進め、市民の暮らしの安全性の向上を図ります。 


また、交通安全については、事故のないまちづくりを目指し、高齢者、児童・生徒などに


対する交通安全教育や意識啓発を推進しながら、ガードレールなど交通安全施設の整備を進


めます。 


さらに、近年懸念されている犯罪から市民を守るために、警察との連携のもとに防犯意識


の高揚に努め、地域防犯組織の支援や防犯灯などの防犯施設の整備を進めます。 


 
◆主要事業 ○地域防災計画の策定 ○出水対策の推進 ○消防・防災設備の整備 


○消防・防災体制の充実 ○救急・救助設備の整備 ○救急・救助体制の充実 


○火災予防や応急手当の普及・啓発 ○交通安全施設の整備 


○地域防犯組織の支援 ○防犯灯の設置促進 
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２ 健康で幸せに暮らせるまちづくり 


 


（１）保健・医療体制の充実 


 


高齢化が進むなか、いつまでも健康で元気な暮らしは市民共通の願いであり、そのために


は、市民一人ひとりが自分の健康は自分でつくるという意識を持つことが大切です。 


このため、関係機関との連携のもとに、市民の自主的な健康管理意識の高揚を図り、健康


増進活動を進めます。また、健康診査や予防接種など保健サービスの質的向上に努め、健康


管理対策の充実、さらには、健康づくりの拠点として、保健センターの機能の充実を図りま


す。 


新市の医療体制については、関係機関との協力のもとに、病院や診療所と保健センターと


の連携体制を構築し、地域保健医療体制の確立を促進します。また、総合的な病院を中心と


して救急医療体制の強化に努めます。 


 


◆主要事業 ○母子保健事業の充実 ○健康診査、予防接種事業の充実 


○感染症予防事業の推進 ○救急医療体制の強化 


 


 


（２）地域福祉の充実 


 


かつての我が国では、地域でお互いに助け合うことができましたが、核家族化やコミュニ


ティの希薄化などにより相互扶助の意識が弱まり、さまざまな福祉サービスを提供する仕組


みづくりが重要になっています。 


新市では、コミュニティの活性化を図りつつ、複雑・多様化しつつある福祉への要望にき


め細かく対応していくため、社会福祉協議会をはじめとする団体、ボランティアなどとの連


携を強め、市民がお互いに助け合う、地域ぐるみの福祉の充実を推進します。 


地域ぐるみの福祉の推進にあたっては、お互いに助け合う意識を高め、地域の福祉活動を


活性化するための啓発活動を推進しながら、福祉団体などの充実・支援に努めます。また、


民生委員・児童委員などの連携と活動の活性化に努め、ボランティアやＮＰＯなどの育成と


支援を進めます。 


 


◆主要事業 ○ボランティア等の育成・支援 


○福祉団体の育成・支援 
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（３）児童福祉の充実 


 


少子化、核家族化、女性の社会参加などの進展にともない、子どもたちを取り巻く環境は


大きく変化してきています。新市の時代を担う子どもたちを健やかに、伸びやかに育ててい


くことは、未来のまちづくりのためにも大切です。 


このため、安心して子育てのできるまちづくりに向けて、子育て支援施策を計画的に推進


することを基本とし、保育所、幼稚園、学校や地域の連携を図るとともに、施設の整備・充


実や市民ニーズに応えられる運営、相談体制の確立、子育てに関する各種支援制度の充実な


ど、互いに協力しながら子どもを育てる環境づくりに努めます。 


また、子どもたちが地域や自然とふれあえる環境教育を推進し、公園などの遊び場の整備


に努めます。 


さらに、ひとり親家庭の増加にともなう制度の周知や相談・支援体制の充実により、ひと


り親家庭の支援に努めます。 


 


◆主要事業 ○子育て支援の拡充 ○放課後児童対策の充実  


○児童センターの整備・充実 ○保育事業の充実 


○ファミリーサポートセンターの活用促進 ○ひとり親家庭の支援 


 


 


（４）高齢者福祉の充実 


 


高齢化が一層進展するなかで、高齢者がいつまでも健康で生きがいを持ち、元気に暮らせ


るまちづくりの重要性が高まっています。また、高齢者がいつまでも健康であることは、介


護予防だけでなく、市民活動の活性化にもつながります。 


このため、高齢者が自立して楽しく健康的に生活が送れるよう、自分自身で健康を守るた


めの啓発活動や健康診査などの保健活動を継続的に進めます。また、老人クラブをはじめと


する団体の自主的な活動の支援や就労機会の確保・充実を図り、高齢者の社会参加を促進し


ます。 


介護や支援を必要とする高齢者に対しては、住み慣れた地域で穏やかな生活が送れるよう


に、地域の福祉団体やボランティアなどとの連携を図りながら、介護保険事業の適正で効率


的な運営や高齢者福祉サービスの充実に努めます。さらに、関係団体との連携のもとに、デ


イサービスなどの通所施設、入所施設の充実を促進します。 


 


◆主要事業 ○高齢者活動拠点の整備 ○老人福祉センターの整備 


○介護保険事業の充実 ○介護予防事業の推進 


○生活支援サービスの拡充 
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（５）障害者福祉の充実 


 


ノーマライゼーションの理念のもと、すべての市民が同じ環境のなかで、共に社会の一員


として参画していける環境づくりが求められています。 


新市では、学校教育や地域活動などを通じて、ノーマライゼーションの理念の普及と啓発


に努め、バリアフリーのまちづくりを推進します。また、障害者が自立した生活を送り社会


に参画していけるよう、保健・医療・福祉の連携を図るとともに、本人や家族に対するサー


ビスの充実や教育・就労機会の充実、スポーツや文化活動の活性化などを図ります。 


 


◆主要事業 ○心身障害児通園施設の整備 ○障害者支援サービスの拡充 


○就学・就労の支援 ○バリアフリー化の推進 


○ノーマライゼーション思想の普及 


 


 


（６）社会保障などの充実 


 


いつまでも健康で安心して暮らせるまちづくりのためには、国民健康保険など社会保障制


度の充実が大切です。近年、国民健康保険財政は厳しい状況にありますが、国民健康保険財


政を健全に保ち、市民が安心して医療行為を受けられる体制を維持するため、制度に対する


被保険者の理解を深め、国民健康保険税の収納率向上に努めます。また、健康増進活動など


を通じて予防医療の重要性に対する理解を深めながら、医療給付の適正化を図ります。 


長期にわたる景気の低迷により、経済的支援を必要とする人々が増えています。このよう


ななかで生活や就学、就労についての相談・指導体制や一時的な低所得者の生活安定のため


の支援制度を充実し、民生委員・児童委員などと連携して、適切な制度の運営に努めます。 


 


◆主要事業 ○国民健康保険事業の充実 ○国民健康保険財政の健全運営 


○老人保健事業の充実 ○国民年金事業の推進 


○低所得者福祉サービスの充実 
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３ 人が輝き文化を育てるまちづくり 


 


（１）就学前教育の充実 


 


子どもたちを取り巻く環境が複雑・多様化するなか、幼児期は人間形成のうえでとても重


要な時期であり、豊かな情操や健やかな身体を培う就学前教育の役割が大きくなっています。 


就学前の子どもは家庭で多くの時間を過ごしており、また、家庭は子どもたちにとって最


も身近な学びの場であるため、家庭教育学級の開催などにより、保護者が家庭教育のあり方


を学ぶ場の充実に努めます。 


一方、就学前教育の施設としては幼稚園がありますが、私立幼稚園の運営に対する助成な


どを通じて、心身の発育段階に応じた教育の充実を促進します。また、家庭・幼稚園・保育


所・小学校の連携を図り、地域住民の参加を得ながら、子どもの体験や交流の機会拡充に努


め、地域ぐるみの幼児教育を目指します。 


 


◆主要事業 ○幼稚園の支援 


 


 


（２）個性ある義務教育の推進 


 


社会の複雑化や教育に対する価値観の多様化が進み、改めて義務教育のあり方が注目され


ています。義務教育の９年間は、健全な心身と豊かな個性を育む重要な時期であることから、


創造性と主体性に富み、豊かな心とたくましく生きる力を育てていくことが求められていま


す。 


このため、「浮き城のまち人づくり教育特区」「古代蓮の里ぎょうだ・のびのび英語教育特


区」など、国の構造改革特別区域制度を積極的に活用するほか、学校や地域と家庭の連携を


図りながら、体験学習、郷土学習などさまざまな学習方法を取り入れ、地域の特性を活かし


た個性ある学校づくりを進めつつ、児童・生徒一人ひとりの個性を伸ばす教育に努めます。 


また、教育環境の向上に向けて、引き続き学校施設や設備の整備・充実を図るとともに、


児童・生徒数の減少にともなう小・中学校の通学区の見直しと学校の適正配置などについて、


長期的展望のもとに検討を進めます。 


 


◆主要事業 ○少人数学級の推進 ○小学校における英語活動の推進 


○小・中一貫教育の推進 ○小・中学校施設の整備・充実 


 ○小・中学校施設の耐震補強 


 ○情報化・国際化等社会変化に対応した教育の推進 
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（３）高等学校及び大学等高等教育機関との連携 


 


新市には、県立の総合高等学校やものつくり大学などの高等教育機関があります。未来を


担う人材を育てるだけでなく、教育機関を活かした個性あるまちづくりのためには、これら


の学校との連携を図り、その有する情報や技術を活用していくことが大切です。 


このため、魅力ある高等学校づくりに向けた地域社会との交流や文化スポーツ活動などを


支援します。 


また、ものつくり大学などの高等教育機関を文化の発信拠点と位置付け、学校施設の開放


や市民公開講座の実施など、高等教育機関と地域社会の交流を促進します。 


 


◆主要事業 ○地域に開かれた高等学校づくりの支援 


○大学等高等教育機関との連携 


 


 


（４）生涯学習の推進 


 


余暇時間の増大やゆとりを重視する価値観への変化などにより、市民の学習意欲はますま


す高まり、そのニーズも多様化、高度化しています。 


このため、青少年や高齢者など市民の誰もが生涯にわたって学び、自発的に活動できる環


境づくりのため、研修機会の充実などにより指導者の養成に努めながら、市民の学習意欲に


応じたさまざまな事業を展開します。また、公民館などにおける講座を充実し、学習機会の


拡充を図るとともに、趣味のサークルや学習団体などの育成と連携を図り、市民が主体的に


学ぶだけでなく、お互いに教え、学びあえる環境づくりに努めます。 


さらに、教育文化センターや公民館、産業文化会館、郷土博物館といった生涯学習施設を


市民の学習活動拠点の場として、今後も機能の整備・充実に努めます。 


 


◆主要事業 ○生涯学習施設の整備・充実 


○生涯学習の機会の充実 
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（５）文化の振興と文化財の保存・活用 


 


文化とは、人々の自発的で日常的な活動から生み出され、受け継がれ、発展していくもの


です。地域の歴史は古く、これまでも独特の歴史的風土・文化を有してきましたが、現在で


も活発な文化活動が行われ、多くの郷土芸能や文化財、暮らしの民具などが残されており、


歴史と文化は新市を魅力的で個性的な地域とする重要な要素となっています。この新市の誇


りある歴史と文化を後世に伝え、活かしていくため、文化財の保存と継承に努めるとともに、


伝統文化の振興を図り、歴史を活かしたまちづくりへの積極的な活用を進めます。また、学


校教育、生涯学習との連携を図りながら、郷土芸能の後継者の確保と指導者の養成に努めま


す。 


一方、現在行われているさまざまな文化活動の活性化のために、文化団体などを支援し、


活動の充実と団体間の連携を図ります。また、教育文化センターをはじめとする生涯学習施


設の活動を通して、市民の自主的な芸術・文化活動の支援に努めます。 


 


◆主要事業 ○文化財管理施設の整備 ○伝統文化振興支援施設の整備 


○文化活動の振興 ○文化財の保護・活用 ○歴史的景観の保護・整備 


 


 


（６）スポーツの振興 


 


スポーツやレクリエーションは、市民の健康の保持・増進を図り、明るく豊かで活力に満


ちた生活を実現するために極めて重要となっています。 


このため、スポーツやレクリエーション活動の振興と環境整備に努め、関係団体やサーク


ルの活動を積極的に支援し、指導者の養成やスポーツ教室の充実を図るとともに、各種競技


会やイベントを開催し、スポーツ人口の拡大と競技力の向上を目指します。 


また、多目的広場の整備など施設の充実と学校体育施設の開放などを促進し、市民が手軽


にスポーツやレクリエーションに親しむことができる環境の整備に努めます。 


さらに、水と緑とのふれあいの場として、河川敷や水面の有効利用、ウォーキング・サイ


クリングコースや野外活動拠点の整備を検討します。 


 


◆主要事業 ○多目的広場の整備 ○総合公園野球場の整備 


 ○総合公園自由広場の整備 
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４ にぎわいと活力ある豊かなまちづくり 


 


（１）農業の振興 


 


水の恵み豊かな新市は、古くから米麦の生産地として発展してきました。しかし現在では、


農業を取り巻く環境の変化により、厳しい状況が続いています。 


農業は、単に農産物を生産するだけでなく、土地の荒廃を防いで美しくやすらぎのある田


園の風情を醸し出すなど、多面的な機能を持っています。このため、環境や景観に配慮しつ


つ、ほ場・用排水路・農道などの生産基盤の整備に努め、経営の合理化や後継者の育成など


を支援します。 


また、安全・安心な食を求める消費者のニーズに応えられるよう生産過程の表示や地産地


消による販路の充実、環境保全型農業など、新しい農業の展開を図るとともに、農業に対す


る市民の理解を深めるため、体験農園など市民と農業のふれあいの場づくりに努めます。 


さらに、農業集落の生活環境の向上と田園集落の景観の保全のため、農村集落の生活環境


の整備を進めます。 


 


◆主要事業 ○ほ場の整備 ○農業用排水路の整備 ○農道の整備 


○後継者の確保・育成 


 


 


（２）商業の活性化 


 


自家用車の普及が進み、市民の消費・購買範囲が拡大するとともに、大型店の進出により、


身近な地域の小売店の経営環境が厳しい状況にあるなかで、その振興が求められています。 


このため、まちの顔である中心市街地の活性化と市民の買い物の便利さを高める既存商店


街の振興のため、地域のまちづくりとも連携しながら、商業者組織への支援や特色あるまち


なみ整備などに努め、活力ある商店と商店街づくりを進めます。また、インターネットによ


る販路拡大や経営診断などを通じて、個々の商店経営の近代化を図ります。 


さらに、都心に直結したＪＲ行田駅の周辺を活性化するため、駅周辺への商業集積を促進


します。 


 


◆主要事業 ○融資制度の充実 ○商店街の活性化支援 
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（３）地域産業の振興 


 


明治から昭和にかけ、足袋やスリッパづくりといった特色ある産業が発展し、地域の産業


を支えてきました。現在でも、これらは新市の産業をイメージづける重要な位置づけを保っ


ていますが、近年の不況などの影響を受け、事業所数は減る傾向にあります。 


新市では、このような伝統的産業を維持するだけでなく、経営の近代化や技術の継承など


への支援により、個性と活力ある地場産業の振興に努めます。 


また、関係機関との連携のもとに、ものつくり大学などとの交流や長野工業団地・行田み


なみ産業団地などへの企業誘致を促進し、時代の変化に対応できる人づくりと産業の基盤づ


くりを進めます。 


 


◆主要事業 ○地場産業の振興 ○企業の誘致促進 


○企業と大学との連携促進 


 


 


（４）観光ネットワークづくり 


 


長い歴史と豊かな自然を有する新市は、埼玉古墳群や忍城址に代表される歴史的資源、利


根川の水辺などの自然資源など、魅力的な観光資源に恵まれています。 


これまで個々の施設の整備を進めてきましたが、これからはこれらの資源を有機的に結び


つけ、地域を訪れる人々を引きつける観光の魅力づくりのため、県との連携のもとにさきた


ま古墳公園の整備を促進しながら、既存施設の機能充実を図るとともに、歩道や自転車道な


どの整備と合わせて観光ネットワークづくりに努めます。 


また、歴史・文化、産業など地域の特色を活かしながら、観光イベントの充実と情報発信


に努め、来訪者などへのＰＲを推進します。 


 


◆主要事業 ○さきたま古墳公園の整備（再掲） 


○歩道・サイクリング道路の整備 ○観光情報の充実 
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（５）勤労者の支援 


 


規模の小さな企業が多い新市においては、企業の支援だけでなく、福利厚生など勤労者の


支援が重要となっています。これまでに勤労会館などを整備してきましたが、不況や勤労者


の意識の変化などによって、ニーズが多様化しています。 


時代背景に即した勤労者支援を進めるため、勤労会館など拠点施設の機能充実に努めなが


ら、融資制度の充実と効果的な活用を促進します。 


また、多様化するニーズに対応するため、関係機関との連携のもとに職業能力開発の支援


や相談機能の充実に努めながら、市民の就労機会の拡充を図ります。 


 


◆主要事業 ○融資制度の充実 ○相談機能の充実 


 


 


（６）消費者の保護 


 


インターネットなど通信手段の発展にともない、これらを利用した新しい商法が登場し、


市民の消費生活も多様化かつ複雑化しています。また、女性や高齢者などを狙った悪質なセ


ールスなども急増し、改めて消費者保護の重要性が問われています。 


このようなトラブルから市民を守るために、県消費生活支援センターなどの関係機関と連


携して、苦情処理や相談への対応機能を高めるとともに、消費者の安全確保を図るため、悪


質な業者に対する監視を強化します。 


また、トラブルに適切に対応できるだけでなく、環境や安全に対する意識の高い消費者を


育成するため、消費生活に関連する情報提供に努めながら、消費者団体の支援や意識の啓発


を進めます。 


 


◆主要事業 ○相談機能の充実 ○消費生活に関する情報提供の充実 
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５ 市民と協働のまちづくり 


 


（１）男女共同参画社会の実現 


 


女性と男性がよきパートナーとしてあらゆる分野に参画し、共に責任を分かちあい、その


個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が求められています。 


家庭においても社会においても、男女は対等なパートナーとして、それぞれの能力を発揮


し自立した生活を営むことができるよう、学校教育や各種の研修などを通じて意識の啓発活


動を進めます。また、子育てや介護などと就労の両立を促進するための支援や就労環境の整


備を進めます。 


さらに、女性が抱える多様な問題に対して支援し、社会参加のための活動拠点の場を整備


するとともに、各種審議会などへの女性参画を促進します。 


 


◆主要事業 ○女性活動拠点の整備 ○啓発活動の推進 


○審議会等への女性委員の登用推進 


 


 


（２）参画と協働のまちづくり 


 


地方分権の理念に基づいて自立したまちづくりを進めるためには、自分たちのまちは自分


たちでつくるという姿勢を持つことが大切です。また、まちづくりを自らが考え、市民と行


政が役割分担しながら取り組んでいくことで、市民の地域に対する愛着心も高まります。 


このため、広報・広聴活動の充実に努めながら、まちづくりへの市民の意識の高揚を図り


ます。また、計画づくりや事業の実施に際しては広く市民が参画できる仕組みを整備し、市


民と行政との協働のもとにまちづくりを進めます。 


さらに、市民と行政が、お互いにパートナーとして情報を共有できるよう、個人情報の保


護に配慮しながら、積極的に情報公開に努めます。 


 


◆主要事業 ○市民参画システムの充実 ○情報の公開・提供の充実 


○広報・広聴活動の充実 
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（３）コミュニティの活性化 


 


コミュニティは、最も基本的なまちづくりの仕組みであり、福祉、教育、防犯・防災など、


さまざまな分野で市民の暮らしと深く関わっています。しかし近年では、核家族化の進行な


どによって、地域の人と人とのつながりも薄れがちとなり、コミュニティの活力低下が懸念


されています。 


このため、ふれあいとぬくもりあるコミュニティを地域づくりの基本として、指導者の養


成や活動の場づくり、情報提供などにより、自主的・自立的な地域活動の支援に努め、活動


の活性化を図ります。 


また、コミュニティ活動を活性化させていくため、公民館など身近なコミュニティ施設の


機能充実を図ります。 


 


◆主要事業 ○コミュニティ組織の支援 


○コミュニティ施設の整備・充実 


 


 


（４）人権の理解と交流の推進 


 


まちづくりのためには、お互いの人権を尊重し、認め合いながら、一人ひとりが協力しあ


って取り組んでいくことが重要です。 


誰もが平等であることを基本理念とし、市民一人ひとりが人権尊重への正しい理解と認識


を持ち、人権意識の高揚を図るため、人権理念の普及・啓発活動を幅広く推進します。また、


すべての市民に人権尊重の精神が根付くよう、家庭・地域・学校・企業などとの連携のもと


に、人権教育の充実と人権学習の場づくりを推進します。 
このほか、外国や外国人に対する理解を深めるため、学校における国際理解教育の充実を


図り、同時に生涯学習活動における国際理解や外国語学習を支援します。また、市民レベル


の交流を促進し、民間における国際交流活動を支援するとともに、外国人への支援の充実に


努め、外国人が暮らしやすい環境づくりを推進します。 


 


◆主要事業 ○人権啓発活動の推進 ○人権教育の推進 


○外国語教育の充実 
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（５）地方分権時代にふさわしい行財政運営の推進 


 
地方分権時代を迎え、市民にとって最も身近な自治体である新市の果たす役割が大きくな


っています。新市は、複雑化する社会経済状況と多様化する市民ニーズを踏まえて、個性あ


る自立的なまちづくりを進めるべく、的確な行財政運営に取り組みます。 


このため、職員一人ひとりの意識と能力向上を促進し、政策立案能力などの向上を図りな


がら、定員や職員給与の適正化、組織の見直しなどを推進し、簡素で効率的な行政体制の整


備を図るとともに、プロジェクトチームの活用など組織の柔軟な運用に努めます。また、Ｉ


Ｔの活用による行政事務の効率化を図り、庁舎などの公共施設の整備・充実や新世代ケーブ


ルテレビの整備、ホームページの活用などによる地域情報ネットワークの構築など、電子市


役所の構築を進め、市民サービスの向上を図ります。さらに、情報公開の推進や行政評価シ


ステムの導入により、わかりやすい行政運営に努めながら、市民やＮＰＯなどとの協働によ


る行政運営を進めます。 


一方、財政については、厳しい経済状況が続くなかで適正な財政運営に努めていくため、


安定的な自主財源の確保に努め、財源の適正配分による計画的な財政運営を推進します。ま


た、行政需要の多様化、高度化に対応しつつ、これからのまちづくりを的確に推進していく


ために、行政評価システムと関連づけながら事務事業の見直しなどを進め、効果的な施策の


展開に努めます。 


 


◆主要事業 ○庁舎の改修整備 ○行財政改革の推進 ○広域行政の推進 


 ○地域情報化の推進 ○地域情報ネットワーク体制の整備 


 ○行政評価システムの導入 
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Ⅵ 新市における県事業の推進 


 


１ 埼玉県の役割 


新市は、埼玉古墳群や忍城址に代表されるように、長い歴史と薫り高い文化を持つ地域です。


このような地域の特性を活かしながら、より便利で暮らしやすいふるさとの創造に努めていきま


す。 
新市のまちづくりにあたり、県は「埼玉県長期ビジョン」「彩の国５か年計画２１」に基づき、


地域の発展のための様々な施策を展開し、新市の速やかな一体化と個性ある自立性の高い地域づ


くりを積極的に支援することとしています。 
 


２ 新市における埼玉県事業 


（１）明日を支える都市基盤整備の推進 


新市は、古くから開けた城下町と田園集落、多くの河川などから成り立っているため、暮ら


しやすい生活環境の創造と人々の安全確保のために、今後も基盤整備を進めていく必要があり


ます。このため県は、住民の生活や産業活動を支える良好な都市基盤を形成するため、新市と


連携して道路、河川、さきたま古墳公園などの整備に努めます。 
また、高齢者や障害者の生活特性に対応した県営住宅の整備など、住民が安心して暮らせる


住宅の供給を推進します。 
 


（２）安心して豊かに暮らせる保健・医療・福祉などの充実 


いつまでも安心して暮らせるふるさとづくりのためには、保健・医療・福祉の充実が欠かせ


ません。このため県は、高齢者や障害者が自立のうえで安心した生活が送れるよう介護予防事


業への技術支援や介護サービスの質的向上、多様化するニーズに対応した一貫したサービスの


提供や社会環境の整備など、保健、医療、福祉、教育、労働といった各分野との連携による総


合的な施策の支援に取り組みます。また、小児科医の不足の現状から小児救急医療体制の充実


を図り、親と子が豊かに暮らせる環境づくりを推進するなど、保健・医療・福祉の充実に努め


るとともに、人々の暮らしを守るために警察機能を充実させ、地域防犯組織の活動を新市とと


もに支援します。 
 
（３）生涯学習社会に対応する文化と学習機能の充実 


新市は、県名発祥の地となっているように、長い歴史のある地域です。文化を活かしたまち


づくりは、新市の一体感を高めるうえでも大切です。このため県は、豊かな文化財を生かした


全国に誇れる歴史公園としてさきたま古墳公園の整備を進め、文化交流の中心拠点としての展


開を図るとともに、埼玉古墳群をはじめとする文化遺産の保存・整備を進めます。また、高等


学校の教育機能を地域社会の学習活動のために活用して地域の中核となる学習センターとして
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の開かれた高等学校づくりを推進し、生涯学べる環境づくりのために、学習機会や内容の充実


に努めます。 
 
（４）活力ある地域産業の振興 


新市は、広大な田園地帯を有するだけでなく、東北自動車道・関越自動車道を活用した産業


の新展開が期待されています。活力あるまちづくりのためには、地域の特性を活かした産業の


振興が重要であるため、県は、農地の農業生産基盤の整備と担い手への農地の利用集積を進め、


米麦生産の低コスト化を図るとともに、新品種米の生産拡大や野菜・花卉
き


などの施設型農業を


振興し、基幹産業である農業の振興を図ります。また、新市と連携し商業・工業を中心とした


都市機能の集積に努めます。 
 
◆新市における主要な県事業 


○主要地方道行田蓮田線の整備 


○主要地方道佐野行田線の整備 


○主要地方道足利邑楽行田線の整備 


○一般県道行田市停車場酒巻線バイパスの整備 


○一般県道熊谷羽生線の整備 


○一般県道騎西吹上線の整備 


○総合治水対策特定河川事業（元荒川 さきたま調節池） 


○総合治水対策特定河川事業（星川） 


○さきたま古墳公園の整備 


○県営住宅建替え事業（県営忍団地） 


○ほ場の整備（斎条地区） 


○ほ場の整備（中島地区） 


○ほ場の整備（埼玉地区） 


○行田みなみ産業団地への企業誘致 
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Ⅶ 公共的施設の統合整備 


 


公共的施設の統合整備については、施設の効率的な活用と運営を進めるだけでなく、住民の利


便性を高めていく必要があることから、住民の生活に急激な変化を及ぼすことのないよう十分に


配慮し、地域の特性や地域間のバランス、住民の利用のしやすさ、財政事情などを考慮しながら、


計画的に整備を進めていくものとします。 
このため、既存の公共的施設の機能充実による有効活用を検討し、配置の適正さや事業の効果、


維持管理方法、財政などを総合的に考慮して、整備を検討するものとします。 
また、旧役場総合庁舎を地域における行政サービス、住民参加のまちづくりの拠点と位置づけ、


必要な機能の充実と職員の配置を進めます。 
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Ⅷ 財政計画 


 
合併後のまちづくりを円滑に進めるためには、適切な財政見通しに基づき、限られた財源を効


率的に活用しながら、施策・事業を計画的に実施していくことが求められます。 


財政計画は、新市における財政運営の指針となるものであり、健全な財政運営を基本として、


平成 17 年度から平成 27 年度までの 11 年間の期間について策定します。 


財政計画の策定にあたっては、現在の地方財政制度を前提とし、現況及び過去の実績や動向な


どを踏まえ、新市としての歳入・歳出の個々の項目ごとに普通会計ベースで推計しています。ま


た、合併によって期待される歳出の削減効果や合併特例債などの財政支援措置についても反映さ


せています。 


主な歳入・歳出項目の推計の考え方は次のとおりです。 


 
（１）歳入 


 


①地方税 


現行制度を基本として、過去の決算状況を踏まえるとともに、今後の経済見通しや新市に


おける人口の変化動向を考慮して推計しています。また、合併後における南河原村分の都市


計画税の賦課も考慮しています。 
 


②地方交付税 


現行の地方交付税制度を基本とし、三位一体改革などの国の政策動向を踏まえるとともに、


普通交付税については、合併算定替や合併特例債の償還に係る交付税措置などを見込んで推


計しています。また、合併後における南河原村分の生活保護費に係る交付税措置も考慮して


います。 
 


③国・県支出金 


過去の決算状況を踏まえるとともに、合併に係る支援措置（市町村合併補助金）を見込ん


で推計しています。 
 


④地方債 


建設事業に係る合併特例債については、起債可能額の 70％を合併後 10 年間均等に借り入


れることとし、この他に通常の地方債を見込んで推計しています。なお、臨時財政対策債に


ついては、今後も起債を見込み推計しています。 
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（２）歳出 


 


①人件費 


特別職、議会議員等の減員による経費の減少を見込むとともに、一般職員については、退


職者の補充の抑制を想定して、削減額を推計しています。 


 


②扶助費 


過去の決算状況を踏まえるとともに、人口見通しを考慮して推計しています。また、合併


後における南河原村分の生活保護費の増額分も考慮しています。 


 


③公債費 


合併前における地方債の借り入れに対する償還予定額に、合併後の合併特例債、通常債な


どの償還見込み額を加えて推計しています。 


 


④物件費 


過去の決算状況を踏まえるとともに、合併によって可能となる経費の削減を見込んで推計


しています。 


 


⑤普通建設事業費 


通常の普通建設事業に、合併特例債を活用した事業を見込んで推計しています。 
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◆歳 入                                 （単位：百万円） 
区  分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度


地方税 9,696 9,700 9,705 9,711 9,718 9,744


地方交付税 4,090 4,281 4,094 3,995 3,895 3,849


国・県支出金 2,499 2,597 2,587 2,578 2,461 2,439


地方債 1,964 3,175 3,145 3,130 3,130 3,120


その他 4,363 3,647 3,695 3,679 3,545 3,368


歳入合計 22,612 23,400 23,226 23,093 22,749 22,520


 
区  分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 


地方税 9,739 9,719 9,699 9,678 9,654 


地方交付税 3,776 3,749 3,758 3,739 3,746 


国・県支出金 2,420 2,405 2,393 2,383 2,376 


地方債 2,786 2,782 2,789 2,786 2,789 


その他 3,550 3,409 3,455 3,519 3,589 


歳入合計 22,271 22,064 22,094 22,105 22,154 


 
 
◆歳 出                                 （単位：百万円） 
区  分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度


人件費 4,866 4,863 5,049 4,994 4,854 4,745


扶助費 2,891 2,912 2,910 2,909 2,885 2,867


公債費 2,950 2,850 2,895 2,956 3,041 2,979


物件費 3,620 3,937 3,765 3,638 3,380 3,315


普通建設事業費 2,880 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829


その他 5,050 5,009 4,778 4,767 4,760 4,771


歳出合計 22,257 23,400 23,226 23,093 22,749 22,506


 
区  分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 


人件費 4,923 4,870 4,769 4,629 4,683 


扶助費 2,855 2,847 2,844 2,844 2,848 


公債費 3,051 2,927 3,045 3,164 3,202 


物件費 3,140 3,077 3,016 2,955 2,955 


普通建設事業費 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 


その他 4,473 4,488 4,522 4,567 4,630 


歳出合計 22,271 22,038 22,025 21,988 22,147 
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第１章  実施計画の考え方 


 


Ⅰ  計画の趣旨 


  行田市と南河原村は、平成 18 年 1 月 1 日に合併し、新行田市としてスタヸトしました。 


新行田市のまちづくりの基本方針とその実現のための主要施策を定めるものとして、第３次南河原村


総合振興計画（平成１３年３月）を参考に、第４次行田市総合振興計画（平成１３年３月）を踏まえた


計画として、「新市建設計画」を策定しています。 


  本実施計画は、新市全体の均衡ある発展を図り、第 4 次総合振興計画及び新市建設計画の目指す将来


像「水と緑 個性あふれる文化都市」を実現することを目的として策定するものであり、毎年度の予算


編成並びに計画的かつ効率的な行財政の指針となるものです。 


なお、財政的裏付けについて考慮しているものの、いわゆる３ヵ年予算ではありません。特に２年度


目以降の計画内容については、今後の行政改革の取組も踏まえて、事業実施の必要性や優先度を検証す


ることとしています。 


 


Ⅱ  計画策定の基本方針 


１ 本計画の策定にあたっては、限られた財源のもとに重要度及び緊急度に応じ、事業の選択を行うと


ともに、長期的展望に立ち、かつ計画の総合性の確保に努めるよう配慮しました。 


２ 本計画に取り上げた事業は、原則として次に掲げるものとしました。 


  ア  単年度事業費が、建設事業 1,000 万円以上、ソフト事業５００万円以上のもの。 


  イ  上記に定めるもののほか、市長の公約事項、目玉事業、重点事業として特に重要と認めるもの。 


 


Ⅲ  計画の構成 


  本計画は、毎年度の財政見通しを掲げた「財政計画」と、期間中における事業の目標と実施の方策を


明らかにした「事業計画」から構成されています。そこで、事業計画の基本目標を新市建設計画の基本


方針を踏まえ次のとおりとしました。 


＜基本目標＞ 


  １ 水と緑豊かな快適で住みよいまちづくり 


  ２ 健康で幸せに暮らせるまちづくり 


  ３ 人が輝き文化を育てるまちづくり 


  ４ にぎわいと活力ある豊かなまちづくり 


  ５ 市民と協働のまちづくり 


 


Ⅳ  計画の期間 


  本計画の期間は、平成２２年度を初年度とし、平成２４年度までの３ヵ年とします。ただし、社会経


済情勢等の変化に対応するため、毎年ロヸリングを行い、修正を加えるものとします。 
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第２章    実施計画      
       


Ⅰ  財政計画（一般会計）      


       


（１）  歳  入    （単位：百万円、％） 


  年    度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 


区    分 計 画 額 計 画 額 増減率 計 画 額 増減率 


  市           税 10,277 10,371 0.9 10,119 △2.4 


自 繰    入    金 238 100 △58.0 150 50.0 


  繰    越    金 450 650 44.4 650 0.0 


主 分担金及び負担金 354 299 △15.5 302 1.0 


  使用料及び手数料 261 312 19.5 309 △1.0 


財 財  産  収  入 35 53 51.4 53 0.0 


  寄    附    金 1 1 0.0 1 0.0 


源 諸    収    入 498 494 △0.8 483 △2.2 


   小            計 12,114 12,280 1.4 12,067 △1.7 


  地 方 譲 不 税 340 375 10.3 389 3.7 


  利子割交付金 30 35 16.7 35 0.0 


  配当割交付金 10 14 40.0 14 0.0 


依 株式等譲渡所徔割交付金 2 6 200.0 6 0.0 


  地方消費税交付金 710 754 6.2 754 0.0 


存 自動車取徔税交付金 120 186 55.0 205 10.2 


  地方特例交付金 190 137 △27.9 81 △40.9 


財 地 方 交 付 税 3,770 3,753 △0.5 3,851 2.6 


  交通安全対策特別交付金 18 19 5.6 19 0.0 


源 国 庫 支 出 金 2,942 1,808 △38.5 1,773 △1.9 


  県  支  出  金 1,455 1,120 △23.0 1,073 △4.2 


  市            債 2,439 2,719 11.5 1,924 △29.2 


   小            計 12,026 10,926 △9.1 10,124 △7.3 


       合            計 24,140 23,206 △3.9 22,191 △4.4 


       


       


（２）  歳  出    （単位：百万円、％） 


  年    度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 


区    分 計 画 額 計 画 額 増減率 計 画 額 増減率 
義


務  
的
経 


費 
  


人   件   費 4,726 4,655 △1.5 4,672 0.4 


扶   助   費 5,366 4,416 △17.7 4,549 3.0 


公   債   費 2,695 2,769 2.7 2,589 △6.5 


小        計 12,787 11,840 △7.4 11,810 △0.3 
投


資 
的
経


費 
  


普通建設事業費 2,017 1,976 △2.0 1,409 △28.7 


災害復旧事業費 0 0 － 0 － 


失業対策事業費 0 0 － 0 － 


小        計 2,017 1,976 △2.0 1,409 △28.7 


  物   件   費 4,408 4,093 △7.1 4,021 △1.8 


そ 補  助  費  等 1,844 2,018 9.4 2,033 0.7 


の 繰   出   金 2,530 2,810 11.1 2,776 △1.2 


他 維 持 補 修 費 185 122 △34.1 124 1.6 


の 積   立   金 338 343 1.5 14 △95.9 


経 投資及び出資金 1 1 0.0 1 0.0 


費 貸   付   金 10 3 △70.0 3 0.0 


  そ   の   他 20 0 △100.0 0 － 


  小           計 9,336 9,390 0.6 8,972 △4.5 


       合            計 24,140 23,206 △3.9 22,191 △4.4 
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Ⅱ  部門別事業計画 


 


 


 


 


 


１  水と緑豊かな快適で住みよいまちづくり 


 


 


 


 


凡  例  


 


＜施策の体系＞  … 新市建設計画における施策の体系 


(1)魅力あるまちなみの整備   ①土地区画整理事業の推進 
  


    
   ②忍城址周辺の整備 
   
    
   ③文化ゾヸン地区の整備 
   


 


＜事業計画＞  … 上記施策に対する個別事業                                        


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


〇 〇 〇 


③文化ゾヸン
整備事業 
 
（道路治水課） 


市街地を取り囲む水辺空間、古墳や城下町と
しての歴史特性、足袋に代表される産業ヷ文化
特性などの「行田らしさ」を取り込んだ個性あ
るみちづくりを進める。 


△△△△ 
×××× 
 
 
 
 
 


△△△△ 
×××× 


△△△△ 
×××× 


※ 事業名冒頭の丸数字は、上記「施策の体系」に対応しています。 


◆ 事業名下段に＊印のついている事業は、市長公約に基づく事業です。 
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１ 水と緑豊かな快適で住みよいまちづくり 
 


 


 


(1)魅力あるまちなみの整備   ①土地区画整理事業の推進 
  


    
   ②忍城址周辺の整備 
   
    
   ③文化ゾヸン地区の整備 
   


 


 
＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


③文化ゾヸン


整備事業 


 


(道路治水課) 


 市街地を取り囲む水辺空間、古墳や城下町


としての歴史特性、足袋に代表される産業ヷ


文化特性などの「行田らしさ」を取り込んだ


個性あるみちづくりを進める。 


  物件補償 


用地取徔 


道路設計 
道路改良工等 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


(２)交通ネットワヸクづくり   ①国県道の整備促進 
  


    
   ②幹線道路の整備 
   
    
   ③都市計画道路の整備 
   
    
   ④生活道路の整備 
   
    
   ⑤橋梁の整備 
   
    
   ⑥歩道ヷ自転車道の整備 
   
    
   ⑦市内循環バスの拡充 
 


 


  
    
 


 


  ⑧公共交通機関の利便性の向上 
 


 


  
 


＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


② 南 北 道 路 


整備事業 


 


(道路治水課) 


 国道 125 号線城西交差点を起点とし、南北


に交差ヷ直進する市道整備を行い、交通ネッ


トワヸクの強化を図る。 


用地取徔 
用地管理工事 


調査測量設計 


物件補償等 


 


道路改良工 
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事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


② 幹 線 道 路 


舗装補修事業 


 


(道路治水課) 


 市の主要幹線道路の老朽化している舗装面


を補修し、幹線交通の安全性を高めることで、


快適な交通ネットワヸクの確立に寄不する。 


切削オヸバヸ


レイ工事 
調査測量設計等 


 


切削オヸバヸ


レイ工事 
調査測量設計等 


 


切削オヸバヸ


レイ工事 
調査測量設計等 


 


② 幹 線 道 路 


整備事業 
*都市インフラの


整備拡充事業 


 


(道路治水課) 
 


【合併特例債活用事業】 


 各地域間のアクセス強化、交通安全、防災


対策等の充実を図り、また、近年の交通量の


激増と車両の大型化に対応するため、各地域


間を結ぶ主要な幹線道路を整備する。 


調査測量 


用地取徔 


物件補償 


設計等 
（中江袋） 


  


調査測量 


道路改良工 


用地取徔 


物件補償 


設計等 
（中江袋） 


調査測量 


道路改良工 


用地取徔 


物件補償 


設計等 
（中江袋） 


③3ヷ4ヷ3 南大


通線街路事業 
*都市インフラの


整備拡充事業 


 
(道路治水課) 


 ＪＲ行田駅と市内東部富士見ヷ長野工業団


地を結ぶ幹線道路として整備を行い、交通安


全の確保、市内幹線道路網としての確立を図


る。 


調査測量設計 


道路改良工等 


    


③３･５･１４


常盤通佐間線


街路事業 
 


（まちづくり推進課） 


 市街地と国道１２５号線行田バイパスを結


ぶ幹線道路として、また県道弥藤吾行田線の


振替として整備を実施する。 


委託料等 用地取徔等 用地取徔等 


④ 道 路 新 設 


改良事業 


 


(道路治水課) 


 近年の交通量の激増と生活形態の変化に対


応するため、狭隘かつ損傷の著しい市道の拡


幅改良を行うことで、交通の安全及び生活環


境の改善を図る。 


用地取徔 


物件補償 
調査測量設計 


道路改良工等 


  


用地取徔 


物件補償 
調査測量設計 


道路改良工等 


用地取徔 


物件補償 
調査測量設計 


道路改良工等 


④ 道 路 舗 装 


新設事業 


 


(道路治水課) 


 市街地及び郊外集落地域の未舗装道路を、


耐久性と安定性を考慮した組成のもとに舗装


整備を行い、走行性の向上及び道路環境の改


善を図る。 


舗装新設工 
調査測量設計 


  


舗装新設工 
調査測量設計 


舗装新設工 
調査測量設計 


④ 道 路 舗 装 


補修事業 


 


(道路治水課) 


 状況に応じた舗装修繕を行い、安全性を高


めることで、快適な生活環境の改善に寄不す


る。 


舗装修繕工 
調査測量設計等 


  


舗装修繕工 
調査測量設計等 


舗装修繕工 
調査測量設計等 
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事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


④ 道 路 側 溝 


新設事業 


 


(道路治水課) 


 排水機能を著しく喪失し、路面の適切な排


水処理が行われず、管理上支障をきたしてい


る箇所にコンクリヸト側溝を整備することに


より、排水処理能力を向上させ、道路機能の


維持保全及び交通の利便性向上を図る。 


側溝新設工 
調査測量設計 


  


側溝新設工 
調査測量設計 


側溝新設工 
調査測量設計 


④ 道 路 側 溝 


補修事業 


 


(道路治水課) 


 市内の既設側溝を機能性の高い形態に改修


し、道路面の良好な排水処理を図ることによ


り、道路機能の維持保全を図る。 


側溝修繕工 
調査測量設計 


  


側溝修繕工 
調査測量設計 


側溝修繕工 
調査測量設計 


⑤ 橋 梁 修 繕 


事業 


 


(道路治水課) 


 市内の橋梁について、継続的、計画的な維


持管理を行い、耐用年数延命を図る。 


修繕工事 
調査測量設計 


橋梁点検等 


修繕工事 
調査測量設計 


橋梁点検等 


修繕工事 
調査測量設計 


橋梁点検等 


⑤ 橋 梁 新 設 


改良事業 


 


(道路治水課) 
 


【合併特例債活用事業】 


 河川の改修または新設道路計画等に併せ、


橋梁の新設または老朽箇所の機能確保のため


の架換えを行う。 


天籟橋 
家屋補償等 


（負担金） 


白川戸橋 
下部工等 


（負担金） 


天国橋新設工 


白川戸橋 
上部工等 


（負担金） 


  


⑦行田市市内循


環バス運行事業 


 


(生活課) 


 高齢者等の交通手段の確保並びに公共施設


及び観光施設利用者のための交通手段の確保


として循環バスの運行を行う。 


赤字補填方式に


よる有料運行 


赤字補填方式に


よる有料運行 


赤字補填方式に


よる有料運行 


○ 道 路 台 帳 


整備事業 


 


(管理課) 


 道路改良等で改良された市道を管理するた


め道路台帳を補正し、市道路線名ヷ延長等を


明確にする。 


台帳整備 
台帳統合業務 


  


台帳整備 台帳整備 


○道路台帳窓口


支援システム 
 


(管理課) 


 道路行政の効率化及び多様化する市民ニヸ


ズに的確に応えるため、閲覧システムを導入


し、行政運営の効率化ヷ市民サヸビスの向上


を図る。 


  デヸタ作成 維持管理費 
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事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


○道路ヷ水路境


界確認資料閲覧


システムの導入 


 


(管理課) 


 道路ヷ水路境界確認資料の検索を速やかに


行うため、システムを導入し、事務の効率化、


住民サヸビスの向上を図る。 


  デヸタ作成 デヸタ作成 


 


 


 


 


 


 


 


(３)緑と水辺の調和   ①緑化の推進 
  


    
   ②さきたま古墳公園の整備 
   
    
   ③公園ヷ広場の整備 
   
    
   ④武蔵水路の改修 
   
    
   ⑤河川の改修 
   
    
   ⑥排水路の整備 
   
    
   ⑦水辺環境の保全 
   
    
   ⑧治水機能の確保 
   


 


 


＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


①森づくり環境


再生事業 
*未来の行田を担


う子供育成事業 
 


（まちづくり推進課） 


 緑化の推進を図るとともに、森づくりを通


して豊かな自然を育み、緑とふれあうことに


より、未来の行田を担う子供を育成する。 


苗床整備工 


補助金等 


苗床整備工 


補助金等 


苗床整備工 


補助金等 


③かすが緑道


整備事業 
*都市インフラの


整備拡充事業 
 


（まちづくり推進課） 


 忍川から総合公園までの９００ｍについ


て、市を代表する緑地帯として、用水を利用


した親水施設、休憩所、植栽、園路等の整備


を行い、災害の防止や避難路等にも活用し、


快適な生活環境を整備する。 


  測量委託等 測量委託等 
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事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


③公園トイレ


水洗化事業 
*快適な公園トイ


レ改修事業 
 


（まちづくり推進課） 


 子供から高齢者まで幅広く利用される公園


のトイレについて、誰もが利用しやすく快適


な施設を整備することにより、更なる公園の


利便性向上を図る。 


改修工３基 
調査設計３箇所 


改修工３基 
調査設計３箇所 


改修工３基 
調査設計３箇所 


③みんなでつくる


公園リニュヸアル


プロジェクト 
 


（まちづくり推進課） 


 現在設置されている公園のリニュヸアルや


維持管理について、市民ヷ学校（ものつくり


大学、テクノヷホルティ園芸専門学校等）ヷ


行政が一体となり実施する。 


事業連携推進


交付金 


補修用材費 


事業連携推進


交付金 


補修用材費 


事業連携推進


交付金 


補修用材費 


③都市公園安全ヷ


安心対策緊急総合


支援事業 
 


（まちづくり推進課） 


 適切な点検、維持補修、修繕又は施設の更


新を計画的に行うことで長寿命化を実現し、


誰もが安全安心で快適に利用できる公園づく


りを推進する。 


改修工事等 


  


改修工事等 改修工事等 


③水城公園水路


改修事業 
 


（まちづくり推進課） 


 まちの中心部にある水城公園内の水路改修


を行い、公園機能の充実を図る。 


調査委託 


  


設計委託 改修工 


③ 公 園 台 帳 


整備事業 
 


（まちづくり推進課） 


 公園台帳を電子化することにより、正確か


つ迅速な日常管理を実施し、事務事業の効率


化を図る。 


  台帳作成 台帳作成 


③切所沼護岸


改修事業 


 


（農政課） 


 木柵で囲っている護岸の経年劣化が進行し


地面の陥没箇所もあることから、利用者の安


全性を確保するため、護岸の改修工事及び釣


台の増設工事を実施する。 


委託費 


工事費 


釣台設置 


委託費 


工事費 


釣台設置 


委託費 


工事費 


釣台設置 


⑥排水路改良


事業 


 


(道路治水課) 


 急速な宅地化に伴い、元来農業用排水路と


しての機能を果たしてきた水路が、生活排水


の多量の放流で、都市下水化を呈してきてい


るため、コンクリヸト水路への改良により排


水処理能力を高めると共に生活環境の改善を


図る。 


排水路改良工 


調査測量設計 


  


排水路改良工 


調査測量設計 


排水路改良工 


調査測量設計 
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事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


⑧側溝改良事業 
 


(道路治水課) 


 構造的に機能性を欠く側溝の改修を計画的


に行うことにより、排水処理機能を向上させ


るとともに、道路交通の安全を確保する。 


側溝改良工 
調査測量設計 


  


側溝改良工 
調査測量設計 


側溝改良工 
調査測量設計 


⑧出水対策事業 


 


(道路治水課) 


 集中豪雨時に出水被害に遭う地域を対象


に、内水排除を計画的、且つ重点的に行うこ


とにより、安全で快適な生活環境づくりを図


る。 


出水対策事業 


（緑町） 


  


出水対策事業 


（西新町） 


出水対策事業 


（西新町） 


 


 


 


 


 


 


 


 (４)上水道ヷ下水道の整備   ①浄ヷ配水施設の整備 
  


    
   ②老朽管の更新 
   
    
   ③配水管網の整備 
   
    
   ④節水等普及ヷ啓発の推進 
   
    
   ⑤公共下水道施設の整備 
   


 


 


 


＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


①浄ヷ配水施設


整備事業 


 


（水道課） 


 老朽化した浄ヷ配水場設備等の改良を行い、


災害に強く安定した水道水の供給施設を確保


する。 


施設改良工 


委託費等 


  


施設改良工 


委託費等 


施設改良工 


委託費等 


②老朽管更新


事業 


 


（水道課） 


 老朽化した既設の石綿セメント管を鋳鉄管


に布設替えし、安心して飲める水道水の供給


を進める。 


老朽管更新 


委託費等 


  


老朽管更新 


委託費等 


老朽管更新 


委託費等 
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事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


③配水管整備


事業 


 


（水道課） 


 道路改良等に伴う布設替、開発行為に基づ


く給水、消火栓の設置等を配水管計画に基づ


き実施する。 


配水管改良工 


委託費等 


  


配水管改良工 


委託費等 


配水管改良工 


委託費等 


③南河原簡易


水道統合事業 


 


（水道課） 


 南河原地区簡易水道事業を行田市水道事業


に統合するため、行田市水道事業における水


道配水管網及び南河原地区簡易水道事業の水


道配管網の調査を行い、配水管網の統合事業


を実施する。 


管路水圧調査


業務委託 


  


管路診断調査


業務委託 


配管設計委託 


配水管布設工 


⑤公共下水道


整備事業 


 


（下水道課） 


 市街地における汚水排水やトイレの水洗化


による生活環境の改善を図るとともに、河川


等の公共用水域の水質保全を目的とする。 


幹ヷ枝線整備


工事 


幹ヷ枝線整備


工事 


幹ヷ枝線整備


工事 


⑤公共下水道整


備事業（南大通


線道路改良工事


関連事業） 


 


（下水道課） 


 主要道路の改良工事に併せて下水道管を布


設し、今後の普及率の向上と水洗化の促進を


図る。 


枝線整備工事 


  
    


⑤合流式下水道


緊急改善事業 


 


（下水道課） 


 合流式下水道緊急改善計画に基づき、緊急


性ヷ効率性の高い対策工事を実施することに


より、公共用水域の水質悪化を抑え、快適で


潤いのある生活環境を創出する。 


合流改善対策


工事 


  


合流改善対策


工事 


合流改善対策


工事 


⑤丌明水対策事業


（地産団地） 


 


（下水道課） 


 持田地区内の東谷ポンプ場において、雨天


時の流入汚水量が増大することに対応するた


め、補修工事を実施する。 


丌明水対策工 


  


丌明水対策工 丌明水対策工 


⑤荒川左岸北部


流域下水道事業 


 


（下水道課） 


 ５市（行田、熊谷、鴻巣、北本、桶川）の


下水道汚水を広域的に処理する県営事業にお


ける、公共用水域に放流する大規模下水道の


建設費を、構成各市の事業規模に応じて負担


する。 


負担金 


  


負担金 負担金 
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事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


⑤ 下 水 道 施 設


（ポンプ場）維


持管理委託業務 


 


（下水道課） 


 突発的な機械の敀障や事敀を未然に防ぐた


め、各ポンプ場の機器類等の状況を適切に把


握し、計画的な施設の改修や、効率的な維持


管理を行う。 


施設点検 
維持管理委託 


  


施設点検 
維持管理委託 


施設点検 
維持管理委託 


⑤ 下 水 道 施 設


（ ポ ン プ 場 ） 


維持管理工事 


 


（下水道課） 


 各ポンプ場の機器類の稼働状況を把握し、


敀障や丌具合を起こしている主要な機器類か


ら順次計画的に更新ヷ改修工事を実施する。 


維持管理工 


  


維持管理工 維持管理工 


⑤ 下 水 道 施 設


（ ポ ン プ 場 ） 


耐震診断業務 


 


（下水道課） 


 緑町ヷ谷郷ポンプ場の耐震診断業務、耐震


補強工事を実施し、地震に対する安全性の向


上を図る。 


 緑町ポンプ場 


実施設計業務 
緑町ポンプ場 


耐震補強工事 


  


⑤排水設備改造


資金貸付事業 


 


（下水道課） 


 公共下水道処理区域内市民の水洗化による


生活環境の整備を図るため、排水設備改造に


要する資金の貸付けを行う。 


資金貸付 


  


資金貸付 資金貸付 


⑤ 下 水 道 台 帳  


システム導入事業 


 


（下水道課） 


 下水道台帳システムを導入し、下水道管渠


情報デヸタと排水設備工事のファイリングを


連携させることで、業務の省力化や市民から


の問い合わせに迅速に対応する。 


リヸス料等 


  


リヸス料等 リヸス料等 


 


 


 


(５)暮らしの環境整備   ①資源リサイクルの推進 
  


    
   ②ごみヷし尿収集体制の充実 
   
    
   ③ごみ処理施設の整備 
   
    
   ④農業集落排水施設の整備 
   
    
   ⑤合併処理浄化槽の設置促進 
   
    
   ⑥公害防止対策の推進 
   
    
   ⑦低公害自動車の導入 
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＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 
①資源リサイクル


業務委託事業 


 


（環境課） 


 一般家庭から排出される缶ヷビンヷ紙ヷ布


類を分別収集し、再生利用することにより、


再資源化に対する意識の向上及びごみの減量


化ヷ資源化を図る。 


資源リサイクル


業務委託 


  


資源リサイクル


業務委託 


資源リサイクル


業務委託 


② 一 般 廃 棄 物


（ 可 燃 ご み ） 


収 集 運 搬 業 務 


委託事業 


 


（環境課） 


 効率的かつ円滑な可燃ごみの収集を行い、


市民の生活環境を保全すること並びに市民サ


ヸビスの向上を図る。 


収集運搬業務


委託 


  


収集運搬業務


委託 


収集運搬業務


委託 


② 一 般 廃 棄 物


（ 丌 燃 ご み ） 


収 集 運 搬 業 務 


委託事業 


 


（環境課） 


 効率的かつ円滑な丌燃ごみの収集を行い、


市民の生活環境を保全すること並びに市民サ


ヸビスの向上を図る。 


収集運搬業務


委託 


  


収集運搬業務


委託 


収集運搬業務


委託 


② 一 般 廃 棄 物


（ 粗 大 ご み ） 


収 集 運 搬 業 務 


委託事業 


 


（環境課） 


 効率的かつ円滑な粗大ごみの収集を行い、


市民の生活環境を保全すること並びに市民サ


ヸビスの向上を図る。 


収集運搬業務


委託 


  


収集運搬業務


委託 


収集運搬業務


委託 


③処理施設整備


事業（環境セン


タヸ） 


 


（環境課） 


 し尿及び浄化槽汚泥の処理施設である環境


センタヸの機能保持及び延命化を図るため、


経年的損傷部の補修と処理設備の改修を行


う。 


薬品注入設備


改修工事 


屋根防水工事 


  


汚泥焼却設備


改修工事 


屋根防水工事 


汚泥焼却設備


改修工事 


屋根防水工事 


③ごみ処理の


広域化 


 


（環境課） 


 一般廃棄物の焼却施設である小針クリヸン


センタヸについて、広域清掃組合による運


営ヷ維持管理を行う。 


負担金 


  


負担金 負担金 
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事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


③し尿処理の


広域化 


 


（環境課） 


 南河原地区のし尿処理施設である妻沼南河


原環境浄化センタヸについて、環境施設組合


による運営ヷ維持管理を行う。 


負担金 


  


負担金 負担金 


⑤合併浄化槽


設置補助事業 


 


（環境課） 


 合併処理浄化槽設置費用のうち、雑排水処


理に該当する部分について、一定の割合を補


助することにより、合併処理浄化槽の普及促


進と生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図


る。 


設置補助 設置補助 設置補助 


⑥ダイオキシ


ン類の環境等


調査実施事業 


 


（環境課） 


 大気及び土壌のダイオキシン濃度を調査


し、市民に公表することにより、健康被害等


への丌安解消を図る。 


大気３箇所 


2 回 


土壌３箇所 


１回 


大気３箇所 


2 回 


土壌３箇所 


１回 


大気３箇所 


2 回 


土壌３箇所 


１回 


○行田市斎場


運営事業 


 


（市民課） 


 斎場駐車場の拡張工事等を実施し、更なる


利便性の向上を図る。 


設計委託 
駐車場拡張工等 


設計委託等 改修工等 


○住宅用太陽光


発 電 シ ス テ ム 


設置費補助事業 


 


（環境課） 


 自然エネルギヸの有効活用及び地球環境へ


の負荷の軽減を図るため、住宅用太陽光発電


システム設置費用の一部を補助する。 


設置補助 設置補助  
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(６)安全ヷ安心なまちづくりの推進   ①地域防災計画の策定 
  


    
   ②出水対策の推進 
   
    
   ③消防ヷ防災設備の整備 
   
    
   ④消防ヷ防災体制の充実 
   
    
   ⑤救急ヷ救助設備の整備 
   
    
   ⑥救急ヷ救助体制の充実 
   
    
   ⑦火災予防や応急手当の普及ヷ啓発 
   
    
   ⑧交通安全施設の整備 
   
    
   ⑨地域防犯組織の支援 
   
    
   ⑩防犯灯の設置促進 
   


 


 


 
＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


③消防団庁舎


整備事業 
 


（消防総務課） 


 老朽が著しい分団庁舎について、大規模な


改修や建替えを計画的に行う。 


用地取徔 


用地造成工 
（北部警備隊） 


新築工事 
（南部警備隊） 


  


設計 
（西部警備隊） 


庁舎改修工 
（機動第 2 分団） 


旧庁舎解体工 
（北部ヷ南部警備隊） 


新築工事 
（北部警備隊） 


庁舎改修工 
（第 2 警備隊） 


（東部第 11 分団） 


解体ヷ新築工事 
（西部警備隊） 


③消防車整備


事業 
 


（消防総務課） 


 施設（車両･資機材）の充実を図り、計画的


に車両を更新し、消防力の維持･強化を図る。 


高規格救急自動車ヷ


資機材（１台） 


 


CD-Ⅰ型消防ポン


プ自動車（１台） 


 


小型動力ポンプ付積


載車（１台） 


  


査察１号車（１台） 


 


CD-Ⅰ型消防ポン


プ自動車（２台） 


CD-Ⅰ型消防ポン


プ自動車（３台） 


 


小型動力ポンプ付積


載車（１台） 


③ 消 防 緊 急 


通信指令施設


整備事業 
 


（消防総務課） 


 災害発生場所の速やかな把握、出動指令、


車両編成等の指令業務に要する消防緊急通信


指令設備を更新し、迅速な消防活動で市民の


安全を確保する。 


緊急通信指令


設備部分更新 


  


緊急通信指令


設備部分更新 
保守点検 


③ 車 庫 兼 総 合 


訓練棟整備事業 
 


（消防総務課） 


 複雑多様化する災害等にも対応できるよ


う、消防車両をはじめ機械装備等を収納する


ための施設を整備する。また、職員の救助技


術を向上させるため訓練棟を整備し、更なる


消防力の強化を図る。 


    車 庫 兼 総 合 


訓練棟新築工 
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事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 
⑧交通安全施設の


設置ヷ修繕事業 


 


（防災安全課） 


 道路反射鏡、路面表示、警戒標識等、交通


安全のための施設を設置ヷ修繕し、交通の円


滑化と事敀防止を図る。 


道路反射鏡 


区 画 線 及 び 


路面表示 


警戒標識 


道路照明灯等 


  


道路反射鏡 


区 画 線 及 び 


路面表示 


警戒標識 


道路照明灯等 


道路反射鏡 


区 画 線 及 び 


路面表示 


警戒標識 


道路照明灯等 


○交通災害共済


事業 
≪特別会計≫ 


 


（防災安全課） 


 交通事敀により被害を受けた者またはその


遺族を救済するための共済制度を設け、見舞


金を支給することにより市民生活の安定を図


る。 


見舞金支給 見舞金支給 見舞金支給 


○ 公 営 住 宅  


リフォヸム事業 


 


（建築課） 


 建物の延命及び良好な居住環境を確保し、


入居者の日常生活の利便性、安全性の向上を


図る。 


火 災 警 報 器 


設置工事 


外部改修工事 


地デジ化対応


工事 
給水ポンプシステム


更新工事 


外部改修工事 


長寿命化計画


策定業務委託 
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２  健康で幸せに暮らせるまちづくり 
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２ 健康で幸せに暮らせるまちづくり 
 


 


 


(１)保健ヷ医療体制の充実   ①母子保健事業の充実 
  


    
   ②健康診査、予防接種事業の充実 
   
    
   ③感染症予防事業の推進 
   
    
   ④救急医療体制の強化 
   


 
＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


①丌妊治療費


助成事業 
 


（保健センタヸ） 


 丌妊に悩むご夫婦に対し、治療に要する経


済的な負担を軽減するとともに、治療の機会


の拡大を図るため、助成を行う。 


助成 助成 助成 


①こんにちは


赤ちゃん事業


（乳児家庭全


戸訪問事業） 
 


（保健センタヸ） 


 生後４ヶ月児までの乳児のいるすべての家


庭を訪問し、様々な丌安や悩みを聞き、子育


て支援に関する情報提供等を行うとともに、


親子の心身の状況や養育環境の把握や助言を


行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサ


ヸビス提供に結びつけ、虐待を予防するとと


もに、乳児の健全な育成環境の確保を図る。 


委託費 


  


委託費 委託費 


③ 肺 炎 球 菌 


ワクチン接種


助成事業 
 


（保健センタヸ） 


 インフルエンザ等に罹患することで、肺炎


を併発し重症化しやすい高齢者を対象とし


て、肺炎球菌ワクチン接種費用の一部を助成


する。 


助成 


  


助成 助成 


 


 


(２)地域福祉の充実   ①ボランティア等の育成ヷ支援 
  


    
   ②福祉団体の育成ヷ支援 
   


 


＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


○ ト ヸ タ ル 


サポヸト推進


事業 


 


（福祉課） 


 「ふくし総合窓口」を中心とした組織内連


携体制を構築し、福祉分野の行政サヸビスを


総合的に提供する。 


委託費 


報償費等 
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事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


○地域安心ふれ


あい事業（安心


生活創造事業） 


 


（福祉課） 


 住民相互の支え合い活動を推進することに


より、支援を要する高齢者、障害者、児童等


が、安心して暮らせる地域づくりを行うとと


もに、高齢者等がボランティア活動等の社会


参加活動を通して、自身の生きがいと健康増


進に資することを目的とする。 


委託費 


報償費等 


委託費 


報償費等 


委託費 


報償費等 


 


 


 


 


 


 


 


(３)児童福祉の充実   ①子育て支援の拡充 
  


    
   ②放課後児童対策の充実 
   
    
   ③児童センタヸの整備ヷ充実 
   
    
   ④保育事業の充実 
   
    
   ⑤ファミリヸサポヸトセンタヸの活用促進 
   
    
   ⑥ひとり親家庭の支援 
   


 


＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 
①地域子育て支援


拠点事業 


＊子育て支援推進


事業 


 


（子育て支援課） 


 地域において子育て親子の交流等を促進す


る子育て支援拠点を設置し、子育てに関する


相談、援助、子育て関連情報の提供を行うこ


とで、地域全体で子育てを支援する基盤の形


成を図る。 


事業委託料 


事業費補助金 
事業委託料 


事業費補助金 
事業委託料 


事業費補助金 


①浮き城のまち･


子 育 て ジ ョ イ ･ 


ハッピヸ事業 


＊子育て支援推進


事業 


 


（子育て支援課） 


 第 3 子以降の児童の誕生を祝し、出生児童


1 人当たり 36,000 円相当の「子育てハッピ


ヸ券」をその保護者に贈呈し、事業協賛店舗


が用意する子育てハッピヸセットと引き換え


ていただく。地域、市内の店舗、行政が一体


となって子育て家庭を支援する気運を醸成す


る。 


ハッピヸ券


贈呈 
(3,000 円×12 枚) 


ハッピヸ券


贈呈 
(3,000 円×12 枚) 


ハッピヸ券


贈呈 
(3,000 円×12 枚) 


①子ども医療費


支給事業 
＊子育て支援推進


事業 


 


（保険年金課） 


 子ども医療にかかる一部負担金の助成を、


その保護者に対して行う。 


ヷ通院…中学校就学前まで 


ヷ入院…中学校卒業まで 


医療費助成 医療費助成 医療費助成 
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事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


②放課後児童


対策事業 
 


（子育て支援課） 


 保護者の就労により家庭が常時留守になっ


ている児童（留守家庭児童）に、学校の放課


後等の居場所を確保し、保護及び育成を図る。 


事業委託料 


補助金等 


事業委託料 


補助金等 


事業委託料 


補助金等 


②学童保育室


送迎支援事業 


 
（子育て支援課） 


 学童保育室の入室待機児童等を受入れ可能


な他の学童保育室に送り届ける費用を、全額


市が負担することにより、入室待機児童の解


消を図る。 


送迎支援 送迎支援 送迎支援 


③児童センタヸ


大規模修繕事業 


 
（子育て支援課） 


 児童センタヸ利用者の更なる利便性向上を


図るため、スロヸプの新設、トイレの改修等


を実施する。 


スロヸプ新設工 


トイレ改修工等 
  


④待機児童対策及


び人材強化事業 


 
（子育て支援課） 


 保育所の待機児童ゼロを堅持するととも


に、民間保育所の人材強化や雇用の安定化を


図るため、民間保育所において臨時保育士の


正規雇用への転換や、保育士の新規雇用を行


った場合に、その人件費の一部を補助する。 


補助金 補助金 補助金 


④ 民 間 保 育 所 


特別保育事業費


補助事業 


 
（子育て支援課） 


 保護者の就労と子育ての両立を支援し、安


心して子育てができるよう、延長保育ヷ一時


保育ヷ障害児保育等の事業を実施することに


より、児童福祉の向上を図る。 


特別保育補助 特別保育補助 特別保育補助 


④病後児保育


事業 


 
（子育て支援課） 


 保護者の社会的事情により家庭での保育が


困難な病気の回復期にある小学 3 年生までの


児童を、一時的に施設で預かり保育する。 


病後児保育 病後児保育 病後児保育 


⑥母子家庭自立


支援対策事業 
 


（子育て支援課） 


 母子家庭の母の就業をより効果的に促進す


るため、母子家庭自立支援教育訓練給付金事


業等を実施し、母子家庭の経済的自立を促す。 


給付 給付 給付 


⑥ひとり親家庭等


の医療費支給事業 


 
（保険年金課） 


 18 歳までの児童を養育している母子ヷ父


子ヷ養育者家庭等に対して、医療費の一部を


助成する。 


医療費助成 医療費助成 医療費助成 
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 (４)高齢者福祉の充実   ①高齢者活動拠点の整備 
  


    
   ②老人福祉センタヸの整備 
   
    
   ③介護保険事業の充実 
   
    
   ④介護予防事業の推進 
   
    
   ⑤生活支援サヸビスの拡充 
   


 


＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


③介護保険事業 
≪特別会計≫ 


 


（高齢者福祉課） 


 保険財政の均衡を図りながら介護保険を運


営し、住み慣れた地域で安心して生活できる


よう、必要な介護サヸビスの提供とあわせて


介護予防事業及び包拢的支援を実施する。 


保険給付 


予防事業 


包拢的支援 


保険給付 


予防事業 


包拢的支援 


保険給付 


予防事業 


包拢的支援 


⑤食の自立支援


事業 
 


（高齢者福祉課） 


 健康の基本である食生活の確保と、心のこ


もったコミュニケヸションにより、ひとり暮


らしや高齢者のみの世帯等の安否確認を行


う。 


配食サヸビス 配食サヸビス 配食サヸビス 


⑤ 日 常 生 活 用 具 


（緊急通報装置等）


給付事業 


 
（高齢者福祉課） 


 ねたきりやひとり暮らしの高齢者に対し


て、緊急通報装置等を給付することにより、


安心して日常生活を過ごせる環境を整備す


る。 


緊急通報装置等


給付ヷ運営 


緊急通報装置等


給付ヷ運営 


緊急通報装置等


給付ヷ運営 


⑤ねたきり老人


等紙おむつ給付


事業 
 


（高齢者福祉課） 


 在宅のねたきりや認知症高齢者に対し、紙


おむつの給付を行い、本人及び家族の精神


的ヷ経済的負担の軽減を図る。 


給付事業 給付事業 給付事業 
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(５)障害者福祉の充実   ①心身障害児通園施設の整備 
  


    
   ②障害者支援サヸビスの拡充 
   
    
   ③就学ヷ就労の支援 
   
    
   ④バリアフリヸ化の推進 
   
    
   ⑤ノヸマライゼヸション思想の普及 
   


 


＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


② 地 域 生 活 


支援事業 


 


（福祉課） 


 障害者自立支援法により必頇事業である相


談支援事業、日常生活用具給付等事業、移動


支援事業、地域活動支援センタヸ機能強化事


業などを実施する。 


各種事業費 


  


各種事業費 各種事業費 


② 自 立 支 援 


給付事業 


 


（福祉課） 


 障害者及び障害児が、その有する能力及び


適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活


を営むことができるよう、必要な障害福祉サ


ヸビスに係る給付等の支援を行う。 


給付費 


  


給付費 給付費 


②行田市総合


福祉会館運営


委託事業 


 


（福祉課） 


 総合福祉会館を活用した機能回復などの自


立のための事業や、手話通訳者の派遣など、


社会参加のための事業を社会福祉協議会が委


託により実施する。 


社会自立支援 


手話通訳派遣 


社会自立支援 


手話通訳派遣 


社会自立支援 


手話通訳派遣 


②障害児（者）


生活サポヸト


助成事業 


 


（福祉課） 


 在宅の心身障害児（者）の生活を支援する


ため、障害者及びその家庭の介護需要に対し


てサヸビスを提供する団体及び団体を利用す


る障害者に助成する。 


助成金交付 


  


助成金交付 助成金交付 


②心身障害者


地域デイケア


事業 


 


（福祉課） 


 在宅の心身障害者の社会参加を促進するた


め、身近な地域で通所により必要な自立訓練


や、授産活動の場を提供する施設に対し、運


営費を補助する。 


運営費補助等 


  


運営費補助等   


②重度心身障害者


医療費助成事業 


 


（保険年金課） 


 重度心身障害者が支払う一部負担金に対し


て助成を行い、障害者本人及び家族の経済的


負担の軽減を図る。 


医療費助成 医療費助成 医療費助成 
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(６)社会保障などの充実   ①国民健康保険事業の充実 
  


    
   ②国民健康保険財政の健全運営 
   
    
   ③老人保健事業の充実 
   
    
   ④国民年金事業の推進 
   
    
   ⑤低所徔者福祉サヸビスの充実 
   


 
＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


① 国 民 健 康 


保険事業 
≪特別会計≫ 


 


（保険年金課） 


 国民健康保険被保険者の健康の保持増進等


のため、必要な保険給付の充実を図る。 


保険給付 保険給付 保険給付 


③後期高齢者


医療事業 
≪特別会計≫ 


 


（保険年金課） 


 「健康保険等の一部を改正する法律(平成


18 年 6 月交付)」により、平成 20 年 4 月か


ら新たに独立した医療制度が開始。 


 


※対象者は 75 歳以上の方（65 歳以上 75 歳


未満の一定の障害のある方で、申請して広域


連合の認定を受けた方を含む） 


後 期 高 齢 者 


医療広域連合


負担金 


後 期 高 齢 者 


医療広域連合


負担金 


後 期 高 齢 者 


医療広域連合


負担金 
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３  人が輝き文化を育てるまちづくり 
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３ 人が輝き文化を育てるまちづくり 
 


 


 


(１)就学前教育の充実   ①幼稚園の支援 
  


 


 


 


(２)個性ある義務教育の推進   ①尐人数学級の推進 
  


    
   ②小学校における英語活動の推進 
   
    
   ③小ヷ中一貫教育の推進 
   
    
   ④小ヷ中学校施設の整備ヷ充実 
   
    
   ⑤小ヷ中学校施設の耐震補強 
   
    
   ⑥情報化ヷ国際化等社会変化に対応した教育の推進 
   


 


＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


① 尐 人 数 学 級 


編制実施による


市費負担教職員


任用事業 
 


（学校教育課） 


 小学校１ヷ２ヷ３年生及び中学校全学年を


対象に、よりきめ細かな指導を行うために尐


人数での学級編制を行う。 


市費負担教職員


人件費等 


市費負担教職員


人件費等 


市費負担教職員


人件費等 


②小学校英語


活動実施事業 
 


（学校教育課） 


 小学校１、２年生で年間１０時間、３年生


以上で年間３５時間の英語活動を実施する。


また、ネイティブの英語指導助手を別途配置


するとともに、のびのび英語ボランティアを


配置する。 


ボランティア


関係経費 


英語教材費等 


ボランティア


関係経費 


英語教材費等 


ボランティア


関係経費 


英語教材費等 


②英語指導助手


配置事業 
 


（学校教育課） 


 小学校へは全ての英語活動の時間に、中学


校へは週１時間以上の英語の時間に、ネイテ


ィブの英語指導助手を配置し、小中学校にお


ける英語活動ヷ英語教育の充実を図る。 


ＡＥＴ配置 ＡＥＴ配置 ＡＥＴ配置 


④小中学校校舎


外部改修事業 
 


（教育総務課） 
 


【合併特例債活用事業】 


 校舎の外部改修工事により建物の経年劣化


を復旧し、児童生徒にとって快適な教育環境


をつくるとともに、建物の耐久性を確保する。 


設計 


改修工 


  


設計 


改修工 


改修工 
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事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 
④小中学校扇風機


設置事業 


＊未来の行田を担


う子ども育成事業 


 


（教育総務課） 


 小中学校で学ぶ、児童ヷ生徒の夏季におけ


る暑さ対策として、教室等に扇風機を設置す


る。 


特別教室等 


（全小中学校） 


  


    


④ 学 校 給 食 


センタヸ施設


整備事業 
 


（学校給食センタヸ） 


 安全で安心な学校給食を提供するため、施


設や各種調理器具等の整備を行い、施設内衛


生の確保と施設の老朽化防止を図る。 


ボイラヸ設備


更新 


厨 房 内 空 調 


設備更新 


自 動 食 器 等 


洗浄機更新 


⑤小中学校屋内


運動場耐震補強


改修事業 
 


（教育総務課） 
 


【合併特例債活用事業】 


 昭和５６年以前に建築された小中学校屋内


運動場について耐震診断を行い、必要に応じ


て耐震補強及び改修を実施して、教育環境の


整備充実を図る。 


補強改修工 


（2 校） 


  


補強改修工 


（1 校） 


耐震診断 


（1 校） 


設計業務 


（１校） 


 


 


(３)高等学校及び大学等高等教育機関との連携   ①地域に開かれた高等学校づくりの支援 
  


    
   ②大学等高等教育機関との連携 
   


 


 


(４)生涯学習の推進   ①生涯学習施設の整備ヷ充実 
  


    
   ②生涯学習の機会の充実 
   


 


＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


①図書館蔵書等


整備事業 


 


（図書館） 


 図書館の蔵書数及び視聴覚資料を充実し、


市民の学習ニヸズに応えられるよう整備す


る。 


図書資料収集 
 


視聴覚資料収集 


  


図書資料収集 
 


視聴覚資料収集 
 


閉架書庫ハンドル式


移動棚設置 


図書資料収集 
 


視聴覚資料収集 


①地域公民館


リニュヸアル


事業 
 


（中央公民館） 


 老朽化が著しい地域公民館の屋根ヷ外壁を


改修し、安心で快適な施設の提供を図る。 


耐震診断 


設計委託 


耐震補強及び


外部改修工 


  


耐震診断 


設計委託 


耐震補強及び


外部改修工 


耐震診断 


設計委託 


耐震補強及び


外部改修工 
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事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


①(仮称)桜ヶ丘


公民館建設事業 
 


（中央公民館） 


 １小学校区１公民館設置の観点に基づき、


桜ヶ丘小学校区内に公民館を設置し、地域住


民の教養の向上、健康の増進、情操の純化、


生活文化の振興などに寄不する。 


調査測量設計 建設工事 


備品購入等 


  


①産文管理棟


空調設備改修


工事 
 


（ひとつくり支援課） 


 利用者が快適に利用できる環境を整備する


ため、老朽化が進む産業文化会館管理棟の空


調設備改修工事を実施する。 


 改修工 


  


  


①産文ホヸル


音響設備改修


工事 
 


（ひとつくり支援課） 


 経年劣化の進む産業文化会館ホヸル音響設


備の改修工事を実施する。 


改修工 


  


   


①産文ホヸル


吊り天井改修


工事 
 


（ひとつくり支援課） 


 利用者の安全確保のため、産業文化会館ホ


ヸル吊り天井の改修工事を実施する。 


設計委託 


改修工 


  


   


②寺子屋事業 
＊未来の行田を担


う子ども育成事業 


 


（学校教育課） 


 行田市の将来を担う、心豊かで創造力に富


む、活力ある児童生徒の育成を図るため、創


意あふれる特色ある教育活動の推進充実を支


援する。 


各種事業実施 各種事業実施 各種事業実施 


○旧下忍小学校


付属屋外プヸル


解体工事 
 


（教育研修センタヸ） 


 老朽化が進み、現在、未使用状態である旧


下忍小付属屋外プヸルを解体し、跡地の有効


活用を図る。 


解体工事等     
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(５)文化の振興と文化財の保存ヷ活用   ①文化財管理施設の整備 
  


    
   ②伝統文化振興支援施設の整備 
   
    
   ③文化活動の振興 
   
    
   ④文化財の保護ヷ活用 
   
    
   ⑤歴史的景観の保護ヷ整備 
   


 


 


＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


① 行 田 市 埋 蔵 


文化財センタヸ


整備事業 
 


（文化財保護課） 


 既存の行田市史料館を改装し、埋蔵文化財


等を集中的に保管ヷ活用する拠点施設を整備


する。 


工事費 


消耗品費 


看板付替え等 


    


④郷土卙物館


展示事業 
 


（郷土卙物館） 


 郷土卙物館において、市内外に残された行


田市ゆかりの文化財を収集ヷ保存し、それを


生かして展示ヷ普及活動など多彩な事業を実


施し、市民の生涯学習の振興を図るとともに、


観光拠点としての役割を担う。 


企画展 


テヸマ展 


特別展 
文化財修復整備


委託 


空調工事 


企画展 


テヸマ展 
文化財修復整備


委託 


空調工事 


企画展 


テヸマ展 
文化財修復整備


委託 


重要文化財展示


施設工事 


④市史編さん


事業 
 


（文化財保護課） 


 市民のふるさと意識の醸成と文化の伝承を


図るため、現行の市史刊行後に収集された資


料を分野別ヷ時代別に収録した「行田市史資


料編」9 冊と概説書 1 冊を刊行し、行田市史


の補完を行う。 


「民俗 2」刊行 「古代ヷ中世」


刊行 


「近世 2」刊行 


④古代蓮自生地


再生事業 
 


（文化財保護課） 


 市の天然記念物に指定されている古代蓮自


生地の再生と保全を図り、整備を実施する。 


除草委託料 


備品購入等 


  


除草委託料 
ネット設置工事等 


除草委託料 
ネット設置工事等 


⑤「足袋蔵歴史の


まち」整備事業 
＊文化遺産活用事業 


 


（文化財保護課） 


 中心市街地に残る足袋蔵等の近代化遺産に


ついて調査を行い、保存が必要な文化財につ


いては国の登録文化財に登録し、保存ヷ活用


の振興施策を策定する。また、それらを巡る


見学コヸスを設定し、案内板ヷ説明板等を設


置する。 


調査委託 


説明板設置 


案内板設置 


  


調査委託 


説明板設置 


案内板設置 
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事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 
⑤「ぎょうだ歴史


ロマンの道」整備


事業 
＊文化遺産活用事業 


 


（文化財保護課） 


 さきたま古墳群を中心に、古代蓮の里、忍


城址、八幡山古墳等の歴史スポットを結ぶ文


化財めぐりコヸスを設定し、案内板、説明板、


ガイドマップ等を作成ヷ設置する。 


説明板設置 


案内板設置 
パンフレット作成 


  


説明板設置 


案内板設置 
パンフレット作成 


  


 


 


 


 


 


(６)スポヸツの振興   ①多目的広場の整備 
  


    
   ②総合公園野球場の整備 
   
    
   ③総合公園自由広場の整備 
   


 


＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 
①下忍地区多目的


広場整備事業 


 


（生活課） 


 市民の健康増進を図るため、下忍地区に


様々な用途で使用できる多目的広場を整備す


る。 


測量設計 


整備工等 


    


②総合公園野球場


整備事業 
 


（まちづくり推進課） 


 総合公園野球場の改修等を実施し、更なる


利便性の向上と利用者の増加を図る。 


  改修工事   


○スポヸツ環境


整備調査事業 
 


（スポヸツ振興課） 


 更なるスポヸツ振興を図るため、スポヸツ


環境整備に係る調査を実施する。 


    調査費 
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４  にぎわいと活力ある豊かなまちづくり 
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４ にぎわいと活力ある豊かなまちづくり 
 


 


 


(１)農業の振興   ①ほ場の整備 
  


    
   ②農業用排水路の整備 
   
    
   ③農道の整備 
   
    
   ④後継者の確保ヷ育成 
   


 
＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


①土地改良事業
（負担金･補助金） 
 


（農政課） 


 土地改良区等が管理する幹線用排水路整備


を支援し、用水丌足の解消と排水丌良による


農作物への被害を防止する。また、農地の大


区画化や集積による農業経営の安定化を図る


ため、再ほ場整備事業に対し助成する。 


助成 助成 助成 


②農業用排水路


整備事業 


 


（農政課） 


 流水機能の低下が著しい市内各所の農業用


排水路を素堀水路からコンクリヸト水路に改


良し、かんがい排水機能の向上を図る。 


用排水路整備工 


設計委託 


水辺再生事業 


  


用排水路整備工 


設計委託 


用排水路整備工 


設計委託 


③農道整備事業 


 


（農政課） 


 農業の近代化による農業機械の大型化、重


量化、さらには一般交通量の増加に対応する


ため、経済的且つ、耐久性を重視した改良舗


装整備ヷ舗装修繕を行う。 


整備工 


補修工 


設計委託 


土地購入 


物件補償等 


  


整備工 


補修工 


設計委託 


整備工 


補修工 


設計委託 


④農地･水･環境 


保全向上対策事業 


＊元気な農村環境


活性化事業 


 


（農政課） 


 農林水産省が策定した「新たな食料ヷ農業ヷ


農村基本計画」に基づき、農村地域における


環境の良好な保全と質的向上を図るため、地


域ぐるみで農地や農業用水などを保全管理す


る共同活動や、農薬を大幅に削減するなどの


営農活動を実践する組織に対し支援を行う。 


助成 助成 助成 


④ 田 ん ぼ ア ヸ ト 


米づくり体験事業 


 


（農政課） 


 関係機関ヷ団体等と協働で、緑豊かな水田


を舞台に色彩が異なる複数の稲を植え付け、


文字や絵柄を表現することにより「行田のお


いしい米」や「観光地ヷ行田」のＰＲを図る。 


土地賃借料 


農作業委託料 


ポスタヸ代等 


土地賃借料 


農作業委託料 


ポスタヸ代等 


土地賃借料 


農作業委託料 


ポスタヸ代等 


④特色ある産地


づくり推進事業 


 


（農政課） 


 水稲生産実施者を支援し、生産調整の実効


性確保と特色ある産地づくりを推進し、行田


に合った農業の確立を図る。 


生産調整実施者


支援 


生産調整実施者


支援 


生産調整実施者


支援 
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(２)商業の活性化   ①融資制度の充実 
  


    
   ②商店街の活性化支援 
   


 


＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


①小口事業資金


融資事業 


 


（商工観光課） 


 市内小規模企業に対し、事業経営上必要と


なる運転ヷ設備資金の融資を行い、市内企業


の安定と振興に寄不する。 


利子補給 利子補給 利子補給 


①中小企業経営


近代化振興資金


融資事業 


 


（商工観光課） 


 市内中小企業に対し、事業経営上必要とな


る運転ヷ設備資金の融資を行い、市内企業の


安定と振興に寄不する。 


利子補給 利子補給 利子補給 


①商工業振興


資金融資事業 
 


（商工観光課） 


 市内中小企業に対し、事業経営上必要とな


る運転ヷ設備資金の融資を行い、市内企業の


安定と振興に寄不する。 


利子補給 利子補給 利子補給 


②起業家支援事業 


＊元気な商店街活


性化事業 


 


（商工観光課） 


 起業に際し、必要な支援措置を行い、起業


家の育成や空き店舗等の有効活用を図り、地


域経済の活性化を図る。 


助成 助成 助成 


②プレミアム


付商品券発行


事業補助事業 
＊元気な商店街活


性化事業 


 


（商工観光課） 


 行田商店協同組合が年末から年始にかけて


実施するプレミアム付商品券発行事業に対し


て、プレミアム分を助成し、中心市街地の商


業の活性化を図る。 


助成 


  


    


 


 


 


(３)地域産業の振興   ①地場産業の振興 
  


    
   ②企業の誘致促進 
   
    
   ③企業と大学との連携促進 
   


 
＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


①住宅改修資


金補助事業 
 


（商工観光課） 


 行田市内施工業者により、自ら住んでいる


持ち家の改修工事を行った市民の方に対し、


補助を行う。 


補助 補助   
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(４)観光ネットワヸクづくり   ①さきたま古墳公園の整備（再掲） 
  


    
   ②歩道ヷサイクリング道路の整備 
   
    
   ③観光情報の充実 
   


 


 


 


(５)勤労者の支援   ①融資制度の充実 
  


    
   ②相談機能の充実 
   


 
＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


①（財）行田市


中小企業退職金


共済会補助事業 


 


（商工観光課） 


 市内中小企業の従業員等を対象とした退職


金共済事業に対し補助を行うことにより、制


度の安定維持を図り、もってこれらの従業員


の福祉増進と中小企業の振興に寄不する。 


共済会助成 共済会助成 共済会助成 


 


 


 


(６)消費者の保護   ①相談機能の充実 
  


    
   ②消費生活に関する情報提供の充実 
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５  市民と協働のまちづくり 
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５ 市民と協働のまちづくり 
 


 


 


(１)男女共同参画社会の実現   ①女性活動拠点の整備 
  


    
   ②啓発活動の推進 
   
    
   ③審議会等への女性委員の登用推進 
   


 
＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


②男女共同参画


推進事業 


 


（生活課） 


 性別による固定的な役割分担意識の是正を


図るため、各種事業を実施し広く市民の意識


啓発を行う。 


フォヸラム 


講演会 


研修会 


情報誌発行 


フォヸラム 


講演会 


研修会 


情報誌発行 


フォヸラム 


講演会 


研修会 


情報誌発行 


 


 


 


 


 


 


(２)参画と協働のまちづくり   ①市民参画システムの充実 
  


    
   ②情報の公開ヷ提供の充実 
   
    
   ③広報ヷ広聴活動の充実 
   


 


＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


○第５次行田市


総 合 振 興 計 画 


策定事務 


 


（企画政策課） 


 きめ細かな住民サヸビスの安定した供給と


質の高い都市基盤整備を引き続き進めるた


め、時代の変化と多様化する住民ニヸズに柔


軟に対応できる新たな総合振興計画を策定す


る。 


印刷製本費 


委託費等 


    


○ 都 市 計 画  


マスタヸプラン


（ 改 訂 ） 策 定 


業務委託 
 
（まちづくり推進課） 


 平成 10 年度に策定された「都市計画マス


タヸプラン」を、今後の新たなまちづくりの


目指すべき方向性を示すため見直しを実施す


る。 


  委託費 委託費 
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(３)コミュニティの活性化   ①コミュニティ組織の支援 
  


    
   ②コミュニティ施設の整備ヷ充実 
   


 
＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 


② 自 治 会 施 設 


建設事業費補助


事業 


 


（生活課） 


 自治会又は自治会の班若しくは組が行う集


会施設及び倉庫の建設事業に対し、補助金を


交付することにより、自治組織の育成と振興


を図る。 


修繕 


倉庫新築 


新築 


増改築 


倉庫新築 


新築 


増改築 


倉庫新築 


② コ ミ ュ ニ テ ィ 


センタヸみずしろ


耐震診断及び改修 


 


（生活課） 
 


【合併特例債活用事業】 


 コミュニティセンタヸみずしろの耐震診断


及び改修工事を実施し、施設利用者が安心し


て活動できる場を提供する。 


  耐震診断 補強設計 


 


 


 


 


 


 


(４)人権の理解と交流の推進   ①人権啓発活動の推進 
  


    
   ②人権教育の推進 
   
    
   ③外国語教育の充実 
   


 


 


 


 


 


 


 (５)地方分権時代にふさわしい行財政運営の推進   ①庁舎の改修整備 
  


    
   ②行財政改革の推進 
   
    
   ③広域行政の推進 
   
    
   ④地域情報化の推進 
   
    
   ⑤地域情報ネットワヸク体制の整備 
   
    
   ⑥行政評価システムの導入 
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＜事業計画＞ 


事  業  名 事  業  内  容 
年  度  計  画 


22 23 24 
①市庁舎耐震補強


及びエレベヸタヸ


設置事業 


 


（財政課） 
 


【合併特例債活用事業】 


 市庁舎の耐震補強工事を行うとともに、バ


リアフリヸの観点からエレベヸタヸの設置を


行う。 


耐震補強工事 


エレベヸタヸ 


設置工事 


耐震補強工事 


エレベヸタヸ 


設置工事 


耐震補強工事 


エレベヸタヸ 


設置工事 


②地域振興基金


造成事業 


 


（企画政策課） 
 


【合併特例債活用事業】 


 新市建設計画に基づき、合併特例債を活用


して基金を造成し、運用して生ずる収益を財


源として地域住民の連帯の強化又は新市の区


域における地域振興等のための事業を行う。 


積立 積立   


  


② 土 木 設 計 積 算 


システム導入事業 
＊事務効率化推進事業 


 


（道路治水課） 


 システム化を進めることにより、工事積算


の省力化、迅速化、適正化を図る。 


プ ロ グ ラ ム 


利用料 


プ ロ グ ラ ム 


保守料 


システム機器


保守料 


プ ロ グ ラ ム 


利用料 


プ ロ グ ラ ム 


保守料 


システム機器


保守料 


プ ロ グ ラ ム 


利用料 


プ ロ グ ラ ム 


保守料 


システム機器


保守料 


② 市 営 住 宅 


管理代行事業 


 


（建築課） 


 市営住宅の管理運営について、埼玉県住宅


供給公社と管理代行の協定を締結し、公社の


もつノウハウを最大限に生かし、行政運営の


効率化、市民サヸビスの向上等を図る。 


委託費 


  


委託費 委託費 


 


 


 


 





